
荷
子
の
名
実
論
　
ー
単
名
と
兼
名
の
問
題
を
中
心
に
ー

鄭
　
宰
相

は

じ
め
に

　
中
国
古
代
思
想
史
に
お
い
て
名
実
問
題
が
あ
る
。
名
実
問
題
と
は
名
と
実
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
「
名
」
は
名
称
・
言
葉
を

い

い
、
「
実
」
は
「
名
」
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
も
の
、
た
と
え
ば
名
の
指
示
対
象
た
る
事
物
を
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
名
と
対
に
な

る
表
現
と
し
て
「
実
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
名
の
指
示
対
象
た
る
事
物
の
意
味
で
あ
る
な
ら
「
物
」
と
い
う
こ
と
ば
も
考

え

う
る
。
し
か
し
、
論
者
た
ち
は
常
に
自
分
た
ち
の
論
議
を
「
名
物
」
論
と
は
い
わ
ず
「
名
実
」
論
と
い
う
。
そ
れ
は
、
彼
ら
に
と

っ

て
、
名
は
事
物
そ
の
も
の
を
指
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
事
物
の
も
つ
ナ
カ
ミ
、
つ
ま
り
、
も
の
ご
と
の
実
質
や
実
態
ま
で
指
摘
し

そ
れ

を
呼
び
出
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
思
想
家
た
ち
が
名
実
の
問
題
を
論
じ
る
際
そ
の
根
底

に

は

常

に
あ
る
政
治
意
識
や
倫
理
意
識
が
働
い
て
い
る
。
名
実
論
を
語
る
思
想
家
た
ち
が
政
治
的
か
つ
倫
理
的
な
価
値
で
あ
る
「
正

名
」
を
唱
え
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
古
代

中
国
の
名
実
論
が
形
式
論
理
学
と
類
似
す
る
一
面
を
有
す
る
も
の
の
、
ま
た
そ
れ
と
は
異
な
る
道
を
歩
ん
だ
の
も
、
一
応
、
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そ

の
よ

う
に
、
「
名
実
」
論
と
い
う
名
称
か
ら
そ
の
答
え
を
求
め
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
み
る
と
、
名
実
論
か
ら
形
式
論
理

学
的
な

要
素
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
や
、
名
実
論
は
純
粋
な
論
理
学
で
は
な
く
ま
だ
形
式
論
理
学
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
不

十

分
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
評
価
は
、
名
実
論
の
性
格
を
究
明
す
る
の
に
そ
れ
ほ
ど
意
味
の
な
い
言
説
で
あ
ろ
う
。
名
実
論

は

や
は

り
そ
れ
な
り
の
特
質
的
な
面
か
ら
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

果
た
し
て
名
実
論
の
特
質
は
何
か
、
名
実
論
の
特
質
と
し
て
具
体
的
に
何
が
い
え
る
の
か
。
本
稿
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め

の

一
つ
の

試

み
に

す

ぎ
な
い
。
そ
の
試
み
と
し
て
本
稿
で
は
『
筍
子
』
の
名
実
論
を
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
こ
に
出
て
く
る
単
名
と

兼
名
が
名
実
問
題
の
特
質
を
解
明
す
る
た
め
の
｝
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
萄
子
が

提
示
す

る
単
名
と
兼
名
と
い
う
概
念
を
中
心
に
し
て
議
論
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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、
稽
実
定
数

ま
ず
、
次
の
よ
う
な
話
か
ら
始
め
よ
う
。

物

に
状
を
同
じ
く
し
て
所
を
異
に
す
る
者
有
り
、
状
を
異
に
し
て
所
を
同
じ
く
す
る
者
有
り
、
別
つ
可
き
な
り
。
状
同
じ
く
し

て

所
を
異
に
す
る
を
為
す
者
は
、
合
す
可
し
と
難
も
、
之
を
二
実
と
謂
う
。
状
は
変
じ
て
実
は
別
無
く
而
も
異
を
為
す
者
は
、

之

を
化
と
謂
う
。
化
有
り
て
而
も
別
無
き
は
、
之
を
一
実
と
謂
う
。
此
れ
事
の
実
を
稽
へ
数
を
定
む
る
所
以
な
り
。
（
「
正
名
」
）



物
有
同
状
而
異
所
者
、
有
異
状
而
同
所
者
、
可
別
也
。
状
同
而
為
異
所
者
、
錐
可
合
、
謂
之
二
実
。
状
変
而
実
無
別
而
為
異
者
、

謂
之

化
、
有
化
而
無
別
、
謂
之
一
実
。
此
事
之
所
以
稽
実
定
数
也
。

　
筍
子
は
制
名
と
関
わ
っ
て
実
の
数
を
ど
う
数
え
る
か
を
問
題
に
す
る
。
彼
は
名
称
を
制
定
す
る
原
則
（
「
制
名
之
枢
要
」
）
の
一
つ

と
し
て
事
物
の
実
体
を
考
え
て
数
量
を
定
め
る
（
「
稽
実
定
数
」
）
」
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
例
文
で
は
、
形
が
同
じ

で

も
場
所
を
異
に
す
る
も
の
（
「
同
状
而
異
所
者
」
）
と
、
形
は
異
な
る
が
場
所
を
同
じ
く
す
る
も
の
（
「
異
状
而
同
所
者
」
）
の
実
数

を
ど
う
数
え
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
前
者
は
二
実
と
数
え
、
後
者
は
一
実
と
数
え
る
。
た
と
え
ば
、
白
馬
と
黄
馬
は
同
じ

く
馬
の
形
を
と
る
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
個
体
だ
か
ら
二
実
と
数
え
る
。
一
方
、
子
供
が
成
長
し
て
老
人
に
な
っ
た
り
蚕
が
変
態
し

て
蛾

に
変
わ
っ
た
り
し
て
そ
の
様
子
に
変
化
が
起
き
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
一
身
上
の
こ
と
だ
か
ら
二
実
で
な
く
一
実
と
数
え
る
。

　
名
づ
け
る
の
は
、
基
本
的
に
は
あ
る
事
物
に
対
し
て
ラ
ベ
ル
を
貼
り
付
け
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
ま
ず
事
物
を
一

定

の

単
位
で
定
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
制
名
の
原
則
と
し
て
実
の
数
を
定
め
る
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
は
当
然
な
る
こ
と

で

あ
る
。
し
か
し
、
一
稽
実
定
数
」
を
論
じ
る
所
以
が
そ
れ
だ
け
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
白
馬
と
黄
馬
と
を
二
実

と
数
え
、
蚕
と
蛾
を
一
実
と
数
え
る
の
は
常
識
に
属
す
る
話
で
あ
り
、
普
通
の
人
な
ら
そ
れ
く
ら
い
の
空
間
的
な
連
続
観
念
や
時
間

的
な

変
化
観
念
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
一
見
極
常
識
的
に
思
わ
れ
る
こ
と
を
、
殊
に
制
名
の
原
理
と
し
て
論
議
す
る
の
は
な

ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ

の

一
つ
の

理

由
を
、
当
時
流
行
っ
た
論
弁
に
近
く
聞
こ
え
る
命
題
に
関
連
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
「
堅
白
石
は
二

で
あ
る
（
堅
白
石
、
三
可
乎
。
日
、
不
可
。
日
、
二
可
乎
。
日
、
可
。
）
」
（
『
公
孫
竜
子
』
堅
白
論
）
「
二
に
は
一
が
無
い
（
二
無
一
）
」
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（
同
、
通
変
論
）
と
か
「
牛
馬
は
牛
で
は
な
い
（
牛
馬
之
非
牛
）
」
（
『
墨
子
』
経
下
）
と
い
う
命
題
が
人
口
に
檜
灸
し
て
旬
子
は
こ
れ
に

対
応
す

る
た
め
に
「
稽
実
定
数
」
を
論
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
辞
を
析
し
て
捜
に
名
を
作
り
以
て
正
名
を
乱
す
（
正
名
）
」
、
「
奇
辞

起

り
て
名
実
乱
れ
、
是
非
の
形
明
か
な
ら
ず
（
正
名
）
」
と
唱
え
る
よ
う
に
、
萄
子
は
読
弁
に
聞
こ
え
る
そ
れ
ら
の
命
題
こ
そ
名
実

関
係
を
乱
す
主
犯
だ
と
判
断
し
た
。
彼
は
常
識
的
な
実
在
観
念
（
い
わ
ゆ
る
素
朴
実
在
論
的
な
も
の
）
を
擁
護
す
る
立
場
で
事
物
の
実

数

を
定
め
て
名
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
「
稽
実
定
数
」
に
つ
い
て
萄
子
が
提
示
し
た
基
準
は
名
実
（
正
名
）
問
題
と
関
わ
っ
て
現
実
的

な

生
活
の
場
で
は
有
効
性
を
た
も
つ
も
の
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
現
実
的
な
有
効
性
と
は
別
に
、
「
堅
白
石
は
二
つ

で

あ
る
」
「
牛
馬
は
牛
で
は
な
い
」
と
あ
る
命
題
が
抱
え
る
根
本
的
な
問
題
は
相
変
わ
ら
ず
残
る
。

　

こ
れ
ら
の
命
題
は
言
語
学
的
か
つ
認
識
論
的
な
問
題
と
し
て
当
時
の
知
識
人
を
相
当
悩
ま
せ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
命

題

が
成

り
立
つ
の
は
「
堅
白
石
」
や
「
牛
馬
」
と
い
う
こ
と
ば
が
「
兼
名
」
ー
複
音
節
語
、
複
合
語
。
兼
名
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

ー
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
堅
白
石
」
を
「
堅
」
「
白
」
「
石
」
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
「
堅
石
」
と
「
白
石
」
と
み
る

か
、
ま
た
、
「
牛
馬
」
を
一
牛
L
と
「
馬
」
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
「
牛
馬
」
と
み
る
か
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

「
堅

白
石
」
を
ど
う
み
る
か
、
す
な
わ
ち
「
堅
白
石
」
と
い
う
こ
と
ば
ー
と
い
っ
て
も
構
文
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
ー

の

意

味
構
造
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
「
堅
白
石
は
三
つ
で
あ
る
」
と
か
「
堅
白
石
は
二
つ
で
あ
る
」
と
か
に
数
で
数
え
て
い
う
の

が
最

も
簡
単
明
瞭
に
そ
の
構
造
を
示
す
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
名
家
や
後
期
墨
家
た
ち
の
命
題
の
中
か
ら
数
字
が
頻
出
す
る
理
由

で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
牛
馬
は
牛
で
は
な
い
」
と
い
う
命
題
に
数
字
は
み
ら
れ
な
い
け
れ
ど
、
こ
の
命
題
を
説
く
の
も
「
牛
馬
」

と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
「
堅
白
石
」
や
「
牛
馬
」
が
名
実
の
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
兼
名
が
も
つ
特
質
の
た
め
で
あ
る
。
次
に
名
実
の
問
題
を
呼
び
起
こ
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す
原

因
と
な
る
単
名
と
兼
名
を
探
っ
て
み
よ
う
。

二
、
単
名
と
兼
名

筍
子
は
単
名
と
兼
名
、
共
名
と
い
う
概
念
を
次
の
よ
う
に
登
場
さ
せ
る
。

同
じ
け
れ
ば
則
ち
之
を
同
じ
く
し
、
異
な
れ
ば
則
ち
之
を
異
に
す
。
単
に
し
て
以
て
喩
る
に
足
れ
ば
則
ち
単
と
し
、
単
に
し
て

以
て
喩

る
に
足
ら
ざ
れ
ば
則
ち
兼
と
す
。
単
と
兼
と
相
避
く
る
所
無
け
れ
ば
則
ち
共
と
す
、
共
な
り
と
錐
も
害
と
為
ら
ず
。
二
正

名
」
）

同
則
同
之
、
異
則
異
之
。
単
足
以
喩
則
単
、
単
不
足
以
喩
則
兼
。
単
与
兼
無
所
相
避
則
共
、
雛
共
不
為
害
　
。

一 45一

　

同
実
に
は
同
名
を
、
異
実
に
は
異
名
を
与
え
る
の
は
、
制
名
の
基
本
的
原
則
で
あ
る
。
制
名
は
、
ま
ず
、
一
つ
の
事
物
に
一
つ
の

名
称
を
与
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
単
名
二
単
」
）
と
兼
名
二
兼
」
）
に
つ
い
て
筍
子
は
直
接
的
な
定
義
を
施
し
て
は
い
な
い
が
、

そ

の

文
字
通
り
の
意
味
に
従
う
な
ら
ば
、
単
名
と
は
一
つ
の
文
字
で
で
き
た
名
で
あ
り
、
兼
名
と
は
二
つ
（
も
し
く
は
そ
れ
以
上
）
の

文
字
で
構
成
さ
れ
た
名
で
あ
る
。
ま
た
、
古
代
漢
語
は
単
音
節
語
で
あ
る
特
質
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
単
名
は
単
音
節
で
で
き
た
名
で

あ
り
、
兼
名
は
複
音
節
で
構
成
さ
れ
た
名
で
あ
る
と
も
い
え
る
。



　
楊
椋
は

単
名
の
例
と
し
て
「
馬
」
を
、
兼
名
の
例
と
し
て
「
白
馬
」
「
黄
馬
」
を
挙
げ
る
、
。
も
し
か
し
た
ら
、
楊
原
は
、
筍
子
が

公

孫
竜
の
「
白
馬
非
馬
」
論
を
意
識
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
単
名
と
兼
名
そ
し
て
共
名
の
話
を
し
た
の
だ
と
考
え
た
か
も
知
れ

な

い
。
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
楊
椋
が
あ
げ
た
例
で
単
名
と
兼
名
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
馬

と
い
う
動
物
を
指
す
た
め
に
は
「
馬
」
と
い
う
単
名
で
充
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
色
を
区
別
し

て

馬
を
い
う
必
要
が
生
じ
、
そ
の
と
き
は
「
白
馬
」
や
「
黄
馬
」
と
い
う
ふ
う
に
単
名
か
ら
兼
名
を
作
っ
て
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ

ま
り
、
単
名
だ
け
で
事
物
の
実
質
を
十
分
に
表
現
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
単
名
を
兼
名
に
変
え
て
意
味
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
萄
子
は
ま
た
、
単
名
と
兼
名
の
関
係
か
ら
共
名
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。
「
単
名
と
兼
名
が
相
避
け
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
（
そ
の

ど
ち
ら
か
が
）
共
名
と
な
る
（
単
与
兼
無
所
相
避
則
共
）
」
と
述
べ
、
共
名
が
成
り
立
つ
た
め
の
条
件
を
提
示
す
る
。
だ
と
す
る
と
、

単

名
と
兼
名
が
相
避
け
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
も
し
く
は
、
単
名
と
兼
名
が
相
避
け
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

　

ま
ず
、
単
名
と
兼
名
が
相
避
け
る
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
単
名
と
兼
名
が
相
避
け
る
の
は
、
単
名
と
兼
名
の
指
す
実
質

が

異
な
り
相
容
7
／
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
に
あ
げ
た
「
馬
」
と
「
白
馬
」
の
例
で
考
え
る
と
、
た
と
え
ば
、
主
人
が
使
者
に
　
白

馬

を
連
れ
て
来
い
」
と
呼
び
か
け
た
ら
、
こ
れ
に
正
し
く
応
え
る
た
め
に
は
白
馬
を
つ
れ
て
く
る
し
か
な
い
。
使
者
が
黄
馬
を
連
れ

て

き
て
＝
馬
」
を
連
れ
て
き
ま
し
た
」
と
応
え
る
の
な
ら
主
人
の
要
求
に
外
れ
る
。
こ
れ
が
｝
馬
」
と
一
白
馬
」
の
実
質
が
異
な

っ

て

相
容
れ
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
単
名
と
兼
名
が
相
避
け
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
が
公
孫
竜
の
「
白
馬
非
馬
」
の
命
題
が

説

か
れ

る
場
面
で
あ
ろ
う
。

　
｝
方
、
単
名
と
兼
名
が
相
避
け
な
い
と
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
馬
が
必
要
な
だ
け
で
馬
の
色
な
ど
は
問

題

と
さ
れ
な
い
と
き
は
、
こ
と
さ
ら
に
「
白
馬
」
と
か
「
黄
馬
」
と
か
言
う
必
要
が
な
く
「
馬
」
だ
け
で
意
味
す
る
実
質
が
十
分
指
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示

で

き
る
。
ま
た
白
馬
と
黄
馬
の
両
方
（
さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
色
の
馬
）
を
同
時
に
指
示
し
た
い
と
き
に
も
「
馬
」
と
表
現
す
る
だ

け
で
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
が
単
名
と
兼
名
が
相
避
け
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
公
孫
竜
も
異
見
を
示
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

場

合
「
馬
」
は
「
白
馬
」
「
黄
馬
」
に
対
し
て
共
名
と
な
る
。
（
共
名
で
あ
る
「
馬
」
に
対
し
て
「
白
馬
」
「
黄
馬
」
は
別
名
で
あ
る

と
い
え
る
。
荷
子
は
別
名
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
「
大
共
名
」
と
「
大
別
名
」
を
対
に
取
り
上
げ
る
こ
と
か
ら
、
別
名
を

共

名
と
対
に
な
る
概
念
と
み
な
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
大
共
名
と
大
別
名
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
。
）
「
馬
」
と

「
白
馬
」
と
の
関
係
と
そ
こ
か
ら
共
名
が
導
か
れ
る
の
を
簡
単
に
図
式
化
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

〈単
名
〉
　
　
　
　
　
　
〈
兼
名
〉

馬
　
　
　
l
l
↓
　
　
　
白
馬

　

（無
所
相
避
の
場
合
）

〈共

名
〉
　
↑
L
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「
馬
」
が
「
白
馬
」
「
黄
馬
」
に
対
し
て
共
名
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
相
避
け
な
い
場
合
に
限
る
。
換
言
す
れ
ば
、
先
述
し
た

よ
う
に
、
「
馬
」
と
「
白
馬
」
「
黄
馬
」
と
は
相
避
け
る
場
合
も
あ
る
か
ら
、
「
白
馬
」
「
黄
馬
」
に
対
し
て
「
馬
」
が
い
か
な
る
場
合

で

も
共
名
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
「
単
名
と
兼
名
が
相
避
け
な
い
」
と
い
う
の
が
共
名
を
成
り
立
た
せ
る
基
準
で
あ
る
以
上
に
、
共

名
の
成
立
に
は
状
況
論
理
が
介
入
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
形
式
論
理
学
に
お
い
て
は
、
種
概
念
の
上
位
概
念
で
あ
る
類
概

念

を
論
じ
る
際
こ
う
い
う
状
況
性
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。
こ
う
み
る
と
、
荷
子
の
い
う
共
名
と
別
名
は
伝
統
的
な
形
式
論
理
学
で
い



う
類
概
念
と
種
概
念
と
は
少
し
異
な
る
も
の
で
、
そ
れ
は
類
種
関
係
を
基
盤
と
す
る
存
在
論
や
形
而
上
学
を
構
築
す
る
た
め
に
概
念

化

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
名
実
や
正
名
の
問
題
に
か
ら
ん
で
状
況
性
が
問
題
と
な
る
の
は
萄
子
だ
け
の
こ
と
で
は

な

い
。
た
と
え
ば
、
「
白
馬
非
馬
」
の
命
題
を
唱
え
な
が
ら
名
実
一
致
を
力
説
す
る
公
孫
竜
で
も
、
そ
の
命
題
の
妥
当
性
を
説
く
た

め

に
状
況
論
理
的
な
論
法
を
展
開
す
る
。
「
白
馬
非
馬
」
論
は
「
白
馬
（
と
い
う
動
物
）
は
馬
（
と
い
う
動
物
）
で
は
な
い
」
と
い
う
よ

う
な
存
在
論
的
な
議
論
で
は
な
く
、
「
白
馬
と
い
う
名
は
馬
と
い
う
名
と
は
異
な
る
」
と
い
う
単
名
と
兼
名
を
め
ぐ
る
意
味
論
的
な

議
論
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
い
う
趣
旨
を
伝
え
る
た
め
公
孫
竜
は
「
所
求
一
」
「
所
求
不
異
」
「
可
以
応
」
「
不
可
以
応
」
と
い
う
表
現

を
駆
使
し
な
が
ら
具
体
的
な
状
況
場
面
を
設
け
、
そ
こ
に
（
白
馬
は
馬
だ
と
考
え
る
）
相
手
の
論
者
を
連
れ
込
ん
で
論
破
す
る
方
法
を

と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
讐
こ
の
よ
う
に
、
呼
に
対
す
る
応
の
可
否
を
問
う
、
と
い
う
の
が
名
実
問
題
を
考
え
る
際
、
思
想
家
た
ち
が

常

に
念
頭
に
い
れ
る
一
つ
の
問
い
方
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
共
名
は
異
実
同
名
（
異
な
る
実
に
同
じ
名
を
付
け
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
名
）
な
る
も
の
で
あ
る
。
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実
を
異
に
す
る
者
の
名
を
異
に
す
る
を
知
る
な
り
。
故
に
実
を
異
に
す
る
者
を
し
て
名
を
異
に
せ
ざ
る
こ
と
莫
か
ら
し
む
る
や
、

乱

す

可
か
ら
ざ
る
な
り
。
猶
お
実
を
異
に
す
る
者
を
し
て
名
を
同
じ
く
せ
ざ
る
こ
と
莫
か
ら
し
む
る
な
り
。
故
に
万
物
衆
し
と

錐

も
、
時
有
り
て
之
を
偏
挙
せ
ん
と
欲
す
。
故
に
之
を
物
と
謂
う
。
物
と
は
大
共
名
な
り
。
推
し
て
之
を
共
し
、
共
は
則
ち
共

す

る
有
り
、
無
共
に
至
り
て
然
る
後
に
止
む
。
時
有
り
て
之
を
偏
挙
せ
ん
と
欲
す
。
故
に
之
を
鳥
獣
と
謂
う
。
鳥
獣
と
は
大
別

名
な
り
。
推
し
て
之
を
別
し
、
別
は
則
ち
別
す
る
有
り
、
無
別
に
至
り
て
然
る
後
に
止
む
。
（
「
正
名
」
）

知
異
実
者
之
異

名
也
。
故
使
異
実
者
莫
不
異
名
也
、
不
可
乱
也
。
猶
使
異
実
者
莫
不
同
名
也
。
故
万
物
難
衆
、
有
時
而
欲
偏
挙



之
、
故
謂
之
物
。
　
物
也
者
、
大
共
名
也
。
　
推
而
共
之
、
共
則
有
共
、
至
於
無
共
然
後
止
。

鳥
獣
也
者
、
大
別
名
也
。
　
推
而
別
之
、
別
則
有
別
、
至
於
無
別
然
後
止
。

有
時
而
欲
偏
挙
之
、
故
謂
之
鳥
獣
。

　
同
実
に
は
同
名
を
、
異
実
に
は
異
名
を
与
え
る
の
は
制
名
の
基
本
的
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
異
実
に
同
名
を
つ
け
ざ
る

を
え
な
い
場
合
が
存
在
す
る
同
。
た
と
え
ば
、
牛
と
馬
と
い
う
よ
う
な
複
数
の
異
実
を
一
つ
の
名
で
一
括
し
て
あ
げ
た
い
時
が
あ
る
。

こ
の
と
き
は
「
牛
馬
」
と
い
う
名
で
牛
と
馬
と
を
共
に
あ
げ
る
。
さ
ら
に
、
毛
の
生
え
た
四
足
の
動
物
の
す
べ
て
を
一
括
し
て
呼
び

た

い

時
は

「
四

足
」
と
か
「
獣
」
と
い
う
名
を
用
い
る
。
こ
う
い
っ
た
「
牛
馬
」
「
四
足
」
「
獣
」
と
い
う
の
は
実
を
異
に
す
る
も
の

を
同
じ
名
で
一
括
し
て
と
り
あ
げ
る
呼
び
名
で
あ
り
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
共
名
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
筍
子
は
共
名
の
中

で

最

も
大
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
大
共
名
と
し
て
「
物
」
と
い
う
名
を
あ
げ
る
。
「
物
」
は
す
べ
て
の
も
の
（
万
物
）
を
一
括
し
て
と

り
あ
げ
る
呼
び
名
な
の
で
あ
る
。

　
大

共

名
を
説
い
た
後
、
萄
子
は
ま
た
大
別
名
と
い
う
概
念
を
提
示
し
、
「
鳥
獣
」
と
い
う
名
を
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
る
。
大
別
名

は

理
解

に
苦
し
む
概
念
で
以
前
か
ら
問
題
と
な
り
、
多
く
の
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
理
解
を
助
け
る
案
を
出
し
て
き
た
が
、
ま
だ
そ

の

議
論
に

決

着
が
つ
か
な
い
状
態
で
あ
る
。
諸
家
は
『
旬
子
』
の
こ
の
個
所
か
ら
形
式
論
理
学
で
い
う
類
概
念
と
種
概
念
が
看
取
さ

れ

る
と
述
べ
、
大
共
名
を
最
高
類
概
念
た
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
つ
い
て
は
一
応
意
見
の
一
致
を
見
る
。
異
見
が
出
る
の
は
大
別

名
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
問
題
は
大
体
次
の
二
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
。

　
①

大
別
名
は
類
種
系
列
の
最
下
位
に
位
置
す
る
種
概
念
た
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
類
種
系
列
の
中
間
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
か
。

　
②

大
別
名
の
例
と
し
て
旬
子
が
い
っ
た
の
は
「
鳥
獣
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
鳥
」
と
「
獣
」
な
の
か
。

一 49一



　

ま
ず
、
大
別
名
を
類
種
系
列
の
最
下
位
の
も
の
と
想
定
し
て
み
る
と
、
「
鳥
獣
」
に
せ
よ
、
「
鳥
」
と
「
獣
」
に
せ
よ
、
納
得
が
つ

か
な

い
。
「
鳥
獣
」
は
「
鳥
」
と
「
獣
」
に
分
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
「
鳥
」
と
い
う
の
も
ま
た
「
鶏
」
「
雑
」
「
雀
」
「
雁
」
な
ど

の

種

別
に
区
分
さ
れ
、
「
鶏
」
は
ま
た
「
烏
鶏
」
「
白
鶏
」
な
ど
と
種
別
化
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
大
別
名
は
類
種
系
列

の

中
間
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
一
応
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
筍
子
が
「
鳥
獣
」
を
大
別
名
と
考
え
た
か
、

「
鳥
」
と
か
「
獣
」
と
か
の
各
々
を
大
別
名
と
考
え
た
か
は
定
め
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
大
別
名
と
い
う
の
が
｝
応
「
別
名
の
中
で

最

も
大
な
る
も
の
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
「
鳥
」
「
獣
」
と
み
る
よ
り
も
「
鳥
獣
」
と
み
る
方
が
理
屈
上
妥
当
で
あ
ろ
う
。
「
物
」

を
大
き
く
区
分
し
て
「
鳥
獣
」
「
魚
臨
」
「
草
木
」
と
い
う
ふ
う
に
類
別
化
で
き
る
な
ら
、
「
鳥
獣
」
は
「
物
」
に
対
し
て
別
名
と
な

り
、
「
鳥
」
と
「
獣
」
に
対
し
て
は
大
な
る
名
（
共
名
）
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
別
名
を
類
種
系
列
の
中
間
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
捉
え
、
「
鳥
獣
」
が
そ
の
例
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
も
、

こ
こ
は
ま
だ
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
先
に
も
少
し
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
個
所
を
め
ぐ
る
諸
家
の
議
論
の
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
は
形

式

論
理
学
的
な
類
概
念
と
種
概
念
を
前
提
に
し
、
そ
れ
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
議
論
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
前
提

に
立
っ
て
議
論
す
れ
ば
、
大
別
名
は
理
解
に
苦
し
む
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
共
名
と
別
名
（
筍
子
は
別
名
に
言
及
し
て
い

な

い

が
）
、
あ
る
い
は
大
共
名
と
大
別
名
は
類
概
念
と
種
概
念
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
も
し
こ
れ
ら
の
概
念
を

言
い

出
す
の
が
形
式
論
理
学
的
な
類
種
系
列
を
立
て
る
た
め
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
最
高
類
概
念
と
最
下
位
種
概
念
を
共
に
例
示
す
べ

き
で
あ
っ
て
、
最
も
大
な
る
共
名
と
最
も
大
な
る
別
名
を
あ
げ
る
の
は
や
は
り
ど
こ
か
釣
り
合
い
が
と
れ
な
い
。
大
共
名
と
大
別
名

を
説
く
筍
子
の
意
図
は
、
少
な
く
と
も
、
形
式
論
理
学
的
な
類
種
系
列
を
立
て
る
こ
と
に
向
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

　

す
る
と
、
旬
子
が
大
共
名
と
大
別
名
を
説
く
意
図
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
個
所
で
大
別
名
は
何
の
た
め
語
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
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か
。
そ
の
答
え
と
し
て
、
大
別
名
も
、
大
共
名
と
同
じ
く
、
異
実
同
名
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え

て

み

る
こ
と
が
で
き
る
。
大
別
名
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
「
鳥
獣
」
は
、
そ
れ
を
「
鳥
獣
」
と
み
よ
う
が
、
「
鳥
」
と
「
獣
」
と

み

よ
う
が
、
異
実
同
名
の
名
称
で
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
同
じ
く
異
実
同
名
の
名
称
で
あ
っ
て
も
「
鳥
獣
」
の
方
が
「
鳥
」
と
「
獣
」

と
に
比
べ
て
大
な
る
名
称
で
あ
る
か
ら
、
「
鳥
獣
」
を
大
別
名
と
考
え
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
異
実
同
名
の
名
称
は
基
本
的
に
共
名

（
総

名
）
の
性
格
を
も
つ
。
「
鳥
獣
」
も
大
別
名
で
あ
る
と
は
い
え
、
共
名
的
な
性
格
を
も
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
も
大
な
る
共

名
と
ま
で
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
事
物
を
大
き
く
類
別
す
る
と
き
の
共
名
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
鳥
獣
」
は
、
生
物
を
大
別

し
て
名
づ
け
る
と
き
、
「
魚
竈
」
や
「
草
木
」
と
類
別
さ
れ
る
あ
る
類
的
存
在
物
を
指
し
出
す
た
め
の
名
称
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
か
ら
み
、
『
萄
子
』
の
原
文
が
「
有
時
而
欲
偏
挙
之
、
故
謂
之
鳥
獣
」
と
な
っ
て
い
る
の
も
一
考
を
要
す
る
。
つ
ま

り
、
原
文
の
文
字
通
り
な
ら
「
鳥
獣
」
も
「
偏
挙
」
す
る
名
称
（
あ
ま
ね
く
称
す
る
名
）
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
異
実
同
名
の
例

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
余
椎
の
注
釈
の
ご
と
く
、
こ
の
「
偏
」
字
を
［
偏
」
字
の
誤
り
と
す
る
見
方
も
可
能
で
あ

る
閨
。
こ
う
い
う
見
方
で
は
、
大
共
名
と
大
別
名
を
対
に
な
る
も
の
と
捉
え
、
大
共
名
の
個
所
に
「
偏
挙
」
と
あ
る
か
ら
、
大
別
名
の

個
所
は

一
偏

挙
」
と
あ
る
べ
き
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
対
句
と
し
て
考
え
る
な
ら
自
然
に
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
大
概
の

学
者

も
こ
の
方
向
で
解
釈
す
る
。
け
れ
ど
も
、
「
偏
」
字
を
「
偏
」
字
の
誤
り
と
み
、
「
鳥
獣
」
を
「
偏
挙
」
し
た
も
の
と
捉
え
て
も
、

「
鳥
獣
」
が
個
物
の
よ
う
な
最
も
小
さ
な
単
位
の
名
で
は
な
い
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
「
鳥
獣
」
を
偏
挙
し
た
名
で
あ
る
と
認
め

る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
大
共
名
た
る
「
物
」
に
対
し
て
偏
挙
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
鳥
獣
」
の
共
名
（
偏
挙
し
た
名
）
的
な
性
格
は

消

え
な
い
。
要
す
る
に
、
「
鳥
獣
」
を
偏
挙
し
た
名
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
筍
子
は
こ
の
個
所
で
大
共
名
と
大

別
名
と
い
う
概
念
を
通
じ
て
異
実
同
名
の
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
た
と
理
解
さ
れ
る
。
楊
僚
も
こ
の
方
向
で
こ
の
個
所
を
理
解
す
る
。
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彼
の

注
釈
を
み
て
み
よ
う
。
（
便
を
図
り
『
萄
子
』
の
本
文
を
共
に
あ
げ
る
）

○

大
共
名
の
個
所

　［

筍
子
】
故
万
物
錐
衆
、
有
時
而
欲
偏
挙
之
、
故
謂
之
物
。
　
物
也
者
、
大
共
名
也
。
　
推
而
共
之
、
共
則
有
共
、
至
於
無
共
然
後

止
。

［楊

注
】
此
の
共
名
の
理
を
推
せ
ば
、
則
ち
有
共
よ
り
無
共
に
至
る
。
言
う
こ
こ
ろ
は
同
よ
り
異
に
至
る
な
り
。
総
よ
り
起
こ
り

て

之

を
物
と
謂
い
、
散
じ
て
万
名
と
為
す
。
是
れ
異
名
な
る
者
は
本
よ
り
同
名
を
別
す
る
に
生
ず
る
者
な
り
。
（
推
此
共
名
之
理
、

則

有
共
至
於
無
共
。
言
自
同
至
於
異
也
。
起
於
総
謂
之
物
、
散
為
万
名
。
是
異
名
者
本
生
於
別
同
名
者
也
。
）

○

大
別
名
の
個
所

【萄

子
】
有
時
而
欲
偏
挙
之
、
故
謂
之
鳥
獣
。
　
鳥
獣
也
者
、
大
別
名
也
。
　
推
而
別
之
、
別
則
有
別
、
至
於
無
別
然
後
止
。

【楊

注
】
言
う
こ
こ
ろ
は
異
よ
り
同
に
至
る
な
り
。
其
の
万
名
を
総
べ
て
謂
い
、
復
た
之
を
物
と
謂
う
。
是
れ
同
名
な
る
者
は
異

名
を
都
挙
せ
ん
と
欲
す
る
に
生
ず
る
な
り
。
此
れ
を
言
う
は
、
異
名
・
同
名
を
別
す
る
所
以
の
意
な
り
。
（
言
自
異
至
於
同
也
。

謂

総
其
万
名
、
復
謂
之
物
。
是
同
名
者
生
於
欲
都
挙
異
名
也
。
言
此
者
、
所
以
別
異
名
同
名
之
意
。
）
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こ
の
楊
椋
の
注
釈
は
通
説
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
共
名
の
個
所
に
つ
い
て
、
通
説
で
は
類
種
系
列
の
下
位
概

念
か

ら
上
位
概
念
へ
と
推
し
て
い
く
こ
と
と
解
釈
す
る
の
だ
が
、
楊
椋
は
そ
れ
と
は
逆
に
「
有
共
よ
り
無
共
に
至
る
（
共
に
し
た
も

の

が
有

る
名
か
ら
共
に
し
た
も
の
が
無
い
名
に
至
る
ご
「
同
よ
り
異
に
至
る
（
同
名
か
ら
異
名
に
至
る
）
」
と
い
い
、
い
わ
ば
類
種
系



列
の

上

位
概
念
か

ら
下
位
概
念
へ
と
推
し
て
い
く
こ
と
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
ま
た
、
大
別
名
の
個
所
に
つ
い
て
、
通
説
で
は
類
種

系
列
の
上
位
概
念
か
ら
下
位
概
念
へ
と
推
し
て
い
く
こ
と
と
み
る
が
、
楊
原
は
そ
れ
と
は
逆
に
、
「
異
よ
り
同
に
至
る
（
異
名
か
ら

同
名
に
至
る
）
」
と
い
い
、
類
種
系
列
の
下
位
概
念
か
ら
上
位
概
念
へ
と
推
し
て
い
く
こ
と
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
こ
の
よ
う
に
相

反
す

る
二
つ
の
解
釈
に
よ
っ
て
『
筍
子
』
本
文
の
「
無
共
」
と
「
無
別
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
も
相
異
な
る
よ
う
に
な
る
。

「無
共
」

（
1
）
通
説
ー
も
う
こ
れ
以
上
共
に
す
る
も
の
（
対
）
が
無
い
名
。
最
高
類
概
念
。

　
　
　
　
　

（無
共
の
名
の
例
は
「
物
」
）

（
2
）
楊
説
ー
共
に
し
た
も
の
が
無
い
名
。
最
小
単
位
た
る
個
体
名
。

　
　
　
　
　
（
無
共
の
名
の
例
は
「
孔
子
」
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
の
よ
う
な
固
有
な
る
個
体
の
名
。
「
物
」
は
最
も
大
な
る
有
共
の

　

　

　

　

　

　
名
に
あ
た
る
。
）

「無
別
」

（
1
）
通
説
1
も
う
こ
れ
以
上
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
名
。
最
小
単
位
た
る
個
体
名
。

　
　
　
　
　

（無

別
の
名
の
例
は
「
孔
子
」
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
の
よ
う
な
固
有
な
る
個
体
の
名
で
あ
ろ
う
。
）

（
2
）
楊
説
ー
こ
れ
と
区
別
さ
れ
た
も
の
（
対
）
が
無
い
名
。
い
わ
ば
最
大
の
類
概
念
。

　
　
　
　
　

（無

別
の
名
の
例
は
「
物
」
。
「
鳥
獣
」
は
最
も
大
な
る
有
別
の
名
に
あ
た
る
。
）

一 53一



　
楊
億
の

こ
う
い
う
解
釈
は
、
お
そ
ら
く
大
別
名
の
個
所
の
「
偏
挙
」
の
文
字
を
改
め
ず
そ
の
ま
ま
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
結
果
で

あ
ろ
う
ぽ
。
つ
ま
り
、
こ
の
個
所
に
は
「
異
名
・
同
名
を
別
す
る
」
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
て
、
筍
子
は
同
実
同
名
、
異
実
異
名
と
い

う
制
名
の
原
則
の
他
に
も
、
異
実
同
名
と
い
う
制
名
の
原
則
（
共
名
を
つ
く
る
問
題
）
も
説
い
て
い
る
、
と
彼
は
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

　
楊
椋
の

注
釈
に
お
い
て
ま
た
注
目
に
値
す
る
の
は
、
大
別
名
の
個
所
に
つ
い
て
「
異
よ
り
同
に
至
る
な
り
。
其
の
万
名
を
総
べ
て

謂

い
、
復
た
之
を
物
と
謂
う
。
是
れ
同
名
な
る
者
は
異
名
を
都
挙
せ
ん
と
欲
す
る
に
生
ず
る
な
り
」
と
説
明
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
た
と
え
ば
、
「
鳥
」
と
「
獣
」
と
い
う
異
名
を
総
じ
て
「
鳥
獣
」
と
、
「
魚
」
と
「
竈
」
を
「
魚
竈
」
と
、
「
草
」
と
「
木
」
を

　「

草
木
」
と
い
う
名
に
す
る
、
さ
ら
に
は
「
鳥
獣
」
「
魚
魑
」
「
草
木
」
「
山
川
」
な
ど
の
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
異
名
を
総
じ
て
（
い
く

と
ま
さ
に
万
物
を
称
す
る
名
に
な
る
は
ず
だ
が
、
異
名
を
全
部
並
べ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
し
、
そ
れ
が
可
能
だ
と
し
て
も
そ
う
い
う

名
は
使
い
に
く
い
も
の
だ
か
ら
）
「
物
」
と
い
う
名
に
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
楊
椋
は
単
名
と
単
名
を
そ

の

ま
ま
結
合
さ
せ
て
共
名
を
つ
く
る
や
り
方
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
鳥
」
　
獣
」
は
異
名
で
あ
り
、
「
鳥
獣
」
は
同
名
、
す
な
わ
ち
共

名
で
あ
る
。
「
魚
驚
」
「
草
木
」
も
も
と
も
と
は
異
名
だ
っ
た
名
が
そ
の
ま
ま
結
合
し
て
共
名
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
楊
僚

が
い

う
「
同
名
な
る
者
は
異
名
を
都
挙
せ
ん
」
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
馬
」
と
「
白
馬
」
の
ケ
ー
ス
で
は
兼
名
に
対
し
て
単
名
が
共
名
と
な
っ
た
が
、
「
鳥
」
「
獣
」
と
「
鳥
獣
」
の
ケ
ー
ス
で
は
単
名

に
対
し
て
兼
名
が
共
名
と
な
る
。
「
馬
」
と
「
白
馬
」
と
の
ケ
ー
ス
で
「
馬
」
が
共
名
と
な
る
た
め
に
「
単
名
と
兼
名
が
相
避
け
る

こ
と
が
な
け
れ
ば
（
そ
の
ど
ち
ら
か
が
）
共
名
と
な
る
」
と
い
う
基
準
が
適
用
さ
れ
た
が
、
こ
の
「
鳥
」
「
獣
」
と
「
鳥
獣
」
と
の
ケ

ー
ス
で
も
そ
の
基
準
を
適
用
し
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
「
馬
」
と
「
白
馬
」
と
を
用
い
「
白
馬
は
馬
に
非
ず
」
と
主

張
す

る
人
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
鳥
」
と
「
鳥
獣
」
と
を
用
い
「
鳥
獣
は
鳥
に
非
ず
」
と
語
る
人
が
現
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
か
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ら
で
あ
る
。
「
牛
馬
は
牛
で
は
な
い
」
と
い
う
命
題
が
正
に
そ
の
実
例
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
命
題
も
…
牛
馬
」
が
兼

名
で
あ
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
つ
。
こ
の
命
題
は
「
牛
馬
」
と
い
う
兼
名
の
意
味
や
構
造
に
つ
い
て
反
省
的
な
省
察
を
引
き
起
こ
す
た

め

の
、
一
種
の
問
題
提
示
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
「
牛
馬
」
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
異
名
で
あ
る
「
牛
」
と
「
馬
」
と
み
る
か
、

同
名
で
あ
る
「
牛
馬
」
と
み
る
か
の
二
つ
の
見
方
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
後
期
墨
家
た
ち
に
よ
っ
て
明
確
に
指
摘
さ
れ
た
。

倶
一
は
牛
馬
・
四
足
の
若
く
、
惟
是
は
牛
馬
に
当
る
。
牛
を
数
え
馬
を
数
う
れ
ば
、
則
ち
牛
馬
は
二
、

ち
牛
馬
は
一
。
（
『
墨
子
』
「
経
説
下
」
）

倶
一
若
牛
馬
四
足
、
惟
是
当
牛
馬
。
数
牛
数
馬
、
則
牛
馬
二
、
数
牛
馬
、
則
牛
馬
一
。

牛
馬
を
数
う
れ
ば
、
則

一
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「
牛

馬
」
は
、
二
つ
の
異
名
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
一
つ
の
同
名
で
あ
る
か
、
と
い
う
構
造
論
的
か
つ
意
味
論
的
な
問
題
を
抱
え

る
も
の
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
問
題
点
を
示
す
た
め
に
「
経
説
」
の
筆
者
は
「
牛
馬
」
を
数
で
数
え
て
説
明
す
る
や
り
方
を
と
る
。
兼

名
の
意
味
構
造
を
見
せ
る
に
は
、
そ
れ
を
数
で
数
え
て
示
す
の
が
最
も
分
析
的
で
か
つ
効
果
的
で
あ
る
。
「
牛
馬
」
と
い
う
兼
名
を

二
つ

と
数
え
る
場
合
は
牛
と
馬
と
の
意
味
を
も
つ
が
、
そ
れ
を
一
つ
と
数
え
る
場
合
は
人
間
に
使
わ
れ
る
四
足
の
家
畜
と
し
て
の
意

味

を
も
つ
。
例
文
で
は
ま
た
、
兼
名
の
意
味
構
造
を
説
明
す
る
た
め
、
数
で
数
え
る
や
り
方
の
他
に
も
、
「
倶
一
」
と
一
惟
是
」
と

い

う
概
念
語
を
提
示
す
る
が
ー
も
ち
ろ
ん
こ
の
概
念
語
は
も
と
も
と
「
経
」
文
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
ー
、
「
倶
一
」
は
「
牛
馬
」

を
一
つ
に
数
え
る
（
一
つ
の
同
名
と
み
る
）
場
合
を
い
い
、
「
惟
是
」
は
そ
れ
を
二
つ
に
数
え
る
（
二
つ
の
異
名
と
み
る
）
場
合
を
い
う
。

言
い

換

え
れ
ば
、
「
倶
一
」
は
兼
名
を
一
単
語
の
も
の
と
把
握
す
る
概
念
語
で
あ
り
、
「
惟
是
」
は
兼
名
を
二
単
語
（
も
し
く
は
そ
れ



以
上

の

単

語
）
の
も
の
と
把
握
す
る
概
念
語
で
あ
る
。
こ
の
倶
一
と
惟
是
と
い
う
概
念
を
念
頭
に
い
れ
て
、
「
単
名
と
兼
名
が
相
避
け

る
こ
と
が
な
け
れ
ば
共
名
と
な
る
」
と
い
う
基
準
を
こ
の
「
牛
」
「
馬
」
と
「
牛
馬
」
の
ケ
ー
ス
に
適
用
し
て
み
よ
う
巳

　

「
牛
馬
」
が
倶
＝
一
単
語
）
な
る
場
合
、
「
牛
馬
」
は
「
馬
」
と
「
牛
」
に
対
し
て
共
名
（
総
名
）
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
牛
馬
」

が
人

間
に
よ
く
使
わ
れ
る
四
足
の
家
畜
と
い
う
意
味
の
も
の
な
ら
、
「
牛
馬
」
と
い
う
名
称
は
牛
だ
け
で
も
、
も
し
く
は
馬
だ
け
で

も
指
示
で
き
る
し
、
ま
た
そ
の
両
方
も
指
示
で
き
る
の
で
、
「
牛
馬
」
は
「
牛
」
や
「
馬
」
に
対
す
る
共
名
と
し
て
成
り
立
つ
。
「
牛

馬
」
と
い
う
兼
名
は
共
名
と
し
て
「
牛
」
や
「
馬
」
と
い
う
単
名
と
相
避
け
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
「
牛
馬
」
が
惟
是
（
二
単
語
）
な
る
場
合
、
「
牛
馬
」
は
「
馬
」
や
「
牛
」
に
対
し
て
共
名
と
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
牛
」

「
馬
」
が
単
に
並
列
し
た
だ
け
で
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
性
が
強
く
主
張
さ
れ
る
場
合
に
は
「
牛
・
馬
」
は
「
牛
」
と
「
馬
」
と
の
意
味

に

な
る
の
で
、
「
牛
・
馬
」
は
「
牛
」
や
「
馬
」
に
対
し
て
共
名
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
牛
」
「
馬
」
と
「
牛
・
馬
」

と
は
相
避
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
「
牛
・
馬
」
を
持
っ
て
こ
い
』
と
言
わ
れ
た
ら
、
必
ず
牛
と
馬
の
両
方
を
連
れ
て
来

な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
『
「
牛
・
馬
」
は
牛
（
だ
け
）
で
は
な
い
』
と
い
う
命
題
が
み
ご
と
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
以
上

の

こ
と
を
図
式
化
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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〈単
名
〉

馬

（牛
）

l
l
↓

（無
所
相
避
）

　
　
「
↓

〈兼
名
〉

牛
馬
（
倶
一
な
る
場
合
）

〈共
名
〉



〈単
名
〉

馬

（牛
）

ー
ー
↓

（有
所
相
避
）

　
　
「
↓

〈兼
名
〉

牛
・
馬
（
惟
是
な
る
場
合
）

共
名
×

　
以

上
、
単
名
と
兼
名
そ
し
て
共
名
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
が
、
そ
こ
で
は
、
単
名
と
単
名
が
結
合
し
て
で
き
た
兼
名
が
名
実
問

題

を
呼
び
起
こ
す
一
つ
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
独
特
な
構
造
を
有
す
る
兼
名
か
ら
、
様
々
な
問
題
や
事
件
1
た
と
え

ば
、
名
実
論
争
を
呼
び
起
こ
し
た
り
、
言
語
に
対
す
る
反
省
を
促
し
た
り
す
る
ー
が
起
こ
る
。
そ
の
問
題
や
事
件
に
対
し
て
解
決
の

鍵
を
握
っ
て
い
る
の
も
兼
名
で
あ
る
。
兼
名
の
構
造
や
そ
の
性
質
に
対
し
て
理
解
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
兼
名
の
性
格
は
単
名
と
の
関
連
上
で
考
察
さ
れ
る
し
か
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
う
い
う
単
名
と
兼
名
の
問
題
は
古

代
漢
語
の

歴

史
と
連
関
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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三
、
古
代
漢
語
の
特
質
－
単
音
節
語
か
ら
複
音
節
語
へ

萄
子
は
「
単
に
し
て
以
て
喩
る
に
足
れ
ば
則
ち
単
と
し
、
単
に
し
て
以
て
喩
る
に
足
ら
ざ
れ
ば
則
ち
兼
と
す
」
と
述
べ
る
。
こ
の



よ
う
に
単
名
か
ら
兼
名
を
つ
く
っ
て
い
く
命
名
法
は
、
単
音
節
語
か
ら
複
音
節
語
へ
移
行
し
て
い
く
古
代
漢
語
。
の
傾
向
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
単
名
を
兼
名
化
す
る
問
題
は
、
単
音
節
語
か
ら
複
音
節
語
へ
と
い
う
古
代
漢
語
の
歴
史
的
な
変
遷
と
軌
を

一
に

す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

　

古
代
漢
語
は
主
に
単
音
節
語
で
あ
っ
て
、
漢
字
一
字
が
一
音
節
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
意
味
単
位
（
形
態
素
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち

ろ
ん
古
代
漢
語
の
単
語
の
す
べ
て
が
単
音
節
語
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
古
代
漢
語
が
単
音
節
語
の
単
語
を
根
幹
と
し
て

い

る
の
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
特
に
古
代
漢
語
で
は
現
代
漢
語
（
中
国
語
）
に
比
べ
て
単
音
節
語
の
単
語
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。

あ
る
一
つ
の
事
物
、
性
質
と
状
態
、
行
為
と
動
作
に
対
し
て
一
つ
の
概
念
を
与
え
、
そ
れ
を
一
（
文
）
字
一
音
（
節
）
で
表
現
す
る
。

　

語
（
こ
と
ば
）
は
字
と
音
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
わ
け
で
、
新
た
な
語
に
は
一
定
の
音
と
字
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
表
意
文
字
を
主
な
文
字
体
系
と
す
る
言
語
の
場
合
は
、
新
た
に
描
い
た
新
文
字
を
ど
う
発
音
す
る
か
が
最
も
厄
介
な
問
題

と
な
る
だ
ろ
う
。
新
し
い
表
意
文
字
を
数
多
く
作
っ
て
も
、
そ
れ
に
与
え
ら
れ
る
音
の
数
は
一
定
に
限
ら
れ
て
い
る
。
絵
画
的
な
特

性

に
富
む
漢
字
に
お
い
て
も
、
そ
の
字
形
は
多
様
に
視
覚
化
し
表
記
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
反
し
、
人
間
の
発
音
器
官
を
借
り

て

発

せ

ら
れ
る
声
音
の
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
発
音
器
官
の
構
造
に
制
約
さ
れ
そ
の
表
現
力
が
極
め
て
制
限
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
字

と
音
の
表
現
力
の
差
を
考
え
れ
ば
、
漢
字
の
構
成
法
と
し
て
形
声
文
字
が
登
場
し
、
そ
れ
が
多
数
を
占
め
て
い
く
言
語
現
象
に
は
自

然

に
納
得
が
い
く
。

　
一
物
一
語
（
字
・
音
）
と
い
う
基
調
に
沿
っ
て
作
ら
れ
る
形
声
文
字
は
、
発
音
記
号
た
る
音
符
と
意
味
記
号
た
る
義
符
と
が
結
合
し

て

で

き
た
、
い
わ
ゆ
る
複
体
文
字
で
あ
る
。
こ
う
い
う
成
り
立
ち
か
ら
、
音
符
は
単
に
音
を
示
す
た
め
の
か
り
も
の
で
、
形
声
文
字

の

意

味
は
主
に
そ
の
義
符
に
お
か
れ
る
と
思
い
が
ち
だ
が
、
実
は
そ
う
で
も
な
い
。
形
声
文
字
の
音
符
に
は
象
形
・
指
事
・
会
意
な
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ど
の
作
り
方
で
で
き
た
既
製
の
語
が
用
い
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
既
製
語
の
も
つ
音
を
借
り
て
形
声
字
の
音
と
な
す
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

の

音

符
に
、
象
形
・
指
事
・
会
意
な
ど
の
既
存
の
語
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
既
存
の
語
が
も
つ
意
味
を
も
自
然
に
随

伴

さ
れ
る
ー
つ
ま
り
、
音
声
的
な
意
味
連
関
を
も
つ
ー
。
要
す
る
に
、
形
声
文
字
に
お
い
て
、
そ
の
意
味
を
表
す
の
は
義
符
の
み
に

限
ら
ず
、
そ
の
音
符
も
意
味
要
素
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
形
声
文
字
の
意
味
を
表
す
主
な
要
素
は
義
符
よ
り
音
符
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
象
形
・
指
事
の
原

理

で

で

き
た
語
は
そ
の
文
字
の
形
を
作
る
こ
と
は
比
較
的
に
容
易
で
あ
る
が
、
そ
の
語
の
音
を
定
め
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
仕
事

で

あ
る
。
従
っ
て
表
意
文
字
の
音
は
恣
意
性
が
高
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
一
方
、
形
声
文
字
を
創
る
場
合
は
既
製
語
の
音
を
そ

の
音
符

と
す
る
の
だ
か
ら
、
音
を
定
め
る
に
際
し
て
そ
の
恣
意
性
を
で
き
る
だ
け
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
形
声

文
字
を
つ
く
る
際
、
そ
の
音
符
を
既
製
語
の
中
か
ら
選
択
す
る
こ
と
な
ら
、
新
造
語
の
意
味
に
で
き
る
だ
け
近
い
意
味
を
も
つ
既
製

語

の

音

を
取
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
そ
造
語
上
・
学
習
上
・
意
味
伝
達
上
の
効
率
や
効
果
が
あ
が
る
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら

形
声

文
字

を
つ
く
る
に
は
、
ま
ず
は
音
符
を
定
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
既
製
語
の
中
か
ら
意
味
連
関
を
も
つ
音
符
を
見
つ
け
出
す
の

が
最

も
大
事
な
こ
と
に
な
ろ
う
。
形
声
文
字
に
お
い
て
は
音
符
が
積
極
的
な
意
味
要
素
と
し
て
機
能
す
る
の
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ

う
な
例
か
ら
容
易
に
確
認
で
き
る
。
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、
　
煮
ぎ
σ
q

主
　
茸
三
口

柱
　
差
ご
σ
。

（
じ
っ
と
立
っ
て
い
る
灯
心
）

（
じ
っ
と
立
っ
て
動
か
な
い
主
人
・
位
牌
）

（
じ
っ
と
立
っ
て
動
か
な
い
ハ
シ
ラ
）



住

　
差
ぎ
ぴ
・

駐
　
茸
〔
⊂
σ
q

注
　
苦
ご
£

（人

が
一
所
に
じ
っ
と
止
ま
っ
て
動
か
な
い
）

（馬

が
一
所
に
じ
っ
と
止
ま
っ
て
動
か
な
い
）

（水

を
一
所
に
じ
っ
と
そ
そ
ぐ
）

　
右
の
例
は
藤
堂
明
保
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
単
語
群
」
で
あ
る
が
田
、
こ
れ
を
み
る
と
発
音
も
意
味
も
酷
似
し
て
い
る
単
語
が

群

を
な
し
て
い
る
こ
と
が
直
ち
に
分
か
る
。
そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
単
語
群
が
｛
↓
ご
（
二
を
そ
の
基
本
形
に
し
て
「
じ
っ

と
，
所
に
た
つ
」
と
い
う
基
本
義
で
貫
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
形
を
藤
堂
氏
は
「
形
態
基
」
（
多
く
の
形
態
素

か

ら
抽
出
し
た
も
の
で
、
ま
だ
語
で
あ
る
形
態
素
よ
り
小
さ
く
、
多
く
の
形
態
素
が
成
り
立
つ
も
と
）
と
概
念
化
し
た
が
、
こ
の
一
形

態

基
」
と
い
う
の
は
形
声
の
音
符
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
に
あ
げ
た
単
語
群
は
、
最
初
の
マ
」
を
除
け
ば
、
皆
「
主
」

を
そ
の
形
声
音
符
と
し
ー
そ
も
そ
も
「
主
」
も
マ
L
と
「
王
」
（
燭
台
の
形
）
か
ら
成
り
立
っ
た
形
声
文
字
で
は
あ
る
が
ー
、
そ
の

形
声

音
符
の
意
味
と
酷
似
す
る
意
味
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
限
り
、
形
声
文
字
の
意
味
の
核
心
を
な
す
基
本
義
は
形
声
音

符
の
方
に
置
か
れ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
形
声
の
音
符
の
も
つ
声
音
と
意
味
を
中
心
に
、
類
似
し
な
が
ら
新
た
な
意
味
を
持
つ

形
声

文
字
群
が
派

生
す

る
の
で
あ
る
。

　
声
音
（
形
声
音
符
∀
を
中
心
と
し
て
意
味
が
派
生
し
て
い
く
形
声
の
原
理
か
ら
、
そ
の
道
を
逆
に
辿
っ
て
い
く
よ
う
な
発
想
で
一
仁

者
、
人
也
（
『
礼
記
』
中
庸
）
」
「
徳
者
、
得
也
（
『
礼
記
』
楽
記
）
」
と
す
る
声
訓
が
こ
と
ば
の
正
義
と
し
て
強
い
説
得
力
を
持
つ
よ

う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
『
旬
子
』
に
お
い
て
も
「
君
者
、
何
也
。
日
、
能
孕
也
（
君
道
）
」
「
君
者
善
劃
也
（
王
制
ご
「
夫
剰
者
、

楽
也
（
楽
論
）
」
「
相
者
、
人
之
所
履
也
（
大
略
ご
二
珂
者
、
所
以
相
旬
也
（
大
略
）
」
と
い
う
よ
う
な
声
訓
が
施
さ
れ
て
あ
る
。
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ま
た
、
字
形
の
側
面
か
ら
い
う
と
、
形
声
文
字
は
形
声
音
符
を
そ
の
（
発
音
的
か
つ
意
味
的
な
）
ベ
ー
ス
と
し
て
そ
れ
に
義
符
を
付

け
加
え
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
「
主
」
＋
「
木
」
↓
「
柱
」
、
「
主
」
＋
「
人
」
↓
「
住
」
、
「
主
」
＋
「
馬
」
↓
「
駐
」
、
「
主
」
＋
「
Ψ

（
水
）
」
↓
「
注
」
と
い
う
ふ
う
に
、
音
符
の
単
体
文
字
に
義
符
の
単
体
文
字
を
付
け
加
え
て
複
体
文
字
化
し
た
の
が
形
声
文
字
の
仕

組
み
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
単
体
文
字
か
ら
複
体
文
字
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
の
分
化
を
成
し
遂
げ
る
。
筍
子
の
「
単
に
し
て

以
て

喩

る
に
足
れ
ば
則
ち
単
と
し
、
単
に
し
て
以
て
喩
る
に
足
ら
ざ
れ
ば
則
ち
兼
と
す
」
と
い
う
話
は
、
あ
る
意
味
で
、
そ
う
い
っ

た
形
声
文
字
の
意
味
分
化
と
関
わ
り
そ
う
な
感
じ
さ
え
す
る
。
た
と
え
ば
、
正
名
篇
に
「
所
以
知
之
在
人
者
謂
之
知
、
知
有
所
合
謂

之

智
」
と
あ
り
、
「
認
識
能
力
」
と
「
認
識
す
る
こ
と
（
分
か
る
こ
と
）
」
が
「
知
」
と
「
智
」
と
い
う
文
字
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
。

　
音
符
を
ベ
ー
ス
と
し
て
そ
れ
に
義
符
を
つ
け
意
味
の
派
生
を
な
し
て
い
く
形
声
の
仕
組
に
よ
り
、
造
語
が
容
易
に
な
り
か
つ
効
果

的

に
な
っ
た
と
は
い
え
、
形
声
の
意
味
分
化
を
表
す
義
符
と
は
あ
く
ま
で
視
覚
的
な
も
の
で
あ
り
、
同
じ
単
語
群
に
属
す
る
↓
連
の

こ
と
ば
は
聴
覚
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
区
別
が
つ
か
な
い
。
ほ
ぼ
同
じ
声
音
を
も
つ
多
く
の
こ
と
ば
が
類
似
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の

で
、
同
音
衝
突
の
現
象
が
生
じ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
形
声
文
字
を
視
覚
的
な
文
字
と
し
て
書
く
場
合
は
特
に
問
題

が

生
じ
な
い
が
、
そ
れ
を
音
声
で
発
音
す
る
時
に
は
正
確
な
意
味
伝
達
に
失
敗
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
、
古
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
こ

漢
語
の

単

語
は

単
音

節
語
か
ら
複
音
節
語
へ
転
化
す
る
道
へ
進
む
。
た
と
え
ば
、
「
書
い
た
場
合
に
は
、
壮
（
背
の
高
い
士
）
・
砒
（
ま

な

じ
り
）
と
い
う
よ
う
に
、
±
や
目
を
扁
勢
と
し
て
そ
え
る
が
、
話
す
場
合
に
は
、
壮
を
二
語
に
分
け
て
「
壮
士
」
と
い
い
、
砒
を
二

音
節
に
分
け
て
「
目
砒
」
と
言
わ
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
」
㎝
　
古
代
漢
語
が
同
音
衝
突
を
防
ぐ
た
め
に
単
音
節
語
か
ら
複
音
節
語
へ

進
む
こ
と
に
つ
い
て
、
戸
川
芳
郎
氏
は
、

　

「
譜

声
（
形
声
）
文
字
は
、
音
符
を
示
す
語
音
の
枠
を
越
え
て
発
音
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
表
示
し
え
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
音
符
を
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共
通

に
し
、
未
分
化
で
不
安
定
な
ま
ま
で
あ
る
語
義
の
、
単
音
節
の
語
音
の
枠
内
で
分
化
し
た
派
生
状
況
も
自
由
に
表
示
す
る
こ

　

と
が
で
き
な
い
。
…
…
語
義
の
分
化
に
伴
う
、
た
が
い
の
派
生
義
の
限
定
に
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
連
語
（
連
文
）
〉
を
構
成
し
て
い
っ
た

　

と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
隠
」
字
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
語
の
意
味
が
分
化
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
そ
の
お
の
お
の
に
つ
い
て
、

　

か

く
す
．
か
く
れ
る
ー
「
隠
蔽
」
「
隠
伏
」
、
か
す
か
・
わ
ず
か
ー
「
隠
微
」
「
隠
約
」
、
う
れ
う
・
い
た
む
ー
「
隠
憂
」
「
側
隠
」

　

な
ど
の
よ
う
に
、
他
の
↓
字
を
連
結
し
て
語
義
を
固
定
し
よ
う
と
し
た
。
両
字
の
字
義
の
、
か
さ
な
っ
た
共
通
部
分
に
よ
っ
て
そ

　
の

語
義
を
↓
定
の
範
囲
に
確
か
め
て
か
か
ろ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
」
⑫

と
説
き
明
か
す
。
こ
の
よ
う
に
古
代
漢
語
で
は
単
音
節
語
の
も
つ
意
味
の
多
義
性
や
曖
昧
さ
を
制
限
す
る
た
め
、
複
音
節
語
化
し
た

連
語
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
複
合
語
と
し
て
使
う
。
「
単
に
し
て
以
て
喩
る
に
足
れ
ば
則
ち
単
と
し
、
単
に
し
て
以
て
喩
る
に
足
ら
ざ

れ
ば

則
ち
兼
と
す
」
と
あ
る
萄
子
の
単
名
・
兼
名
は
、
こ
う
い
っ
た
古
代
漢
語
の
言
語
現
象
と
結
び
付
け
て
顧
慮
す
る
べ
き
問
題
で

あ
ろ
う
。

　
単
音

節
語
か
ら
複
音
節
化
し
た
複
合
語
が
増
え
て
い
く
現
象
は
文
献
上
で
も
容
易
に
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
富
と
貴
と
い
う

こ
と
ば
の
用
例
を
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
か
ら
み
る
と
、
『
論
語
』
で
は
「
富
与
貴
是
人
之
所
欲
也
」
（
里
仁
）
、
「
不
義
而
富
且
貴
」

（述

而
）
、
「
邦
無
道
、
富
且
貴
焉
、
恥
也
」
（
泰
伯
）
と
い
う
よ
う
に
富
と
貴
が
単
音
節
語
で
あ
っ
て
二
単
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
に
反
し
、
『
孟
子
』
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
富
貴
」
と
複
音
節
語
で
あ
っ
て
既
に
一
単
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
が
見
ら
れ

る
。
貧
と
賎
と
い
う
こ
と
ば
に
当
た
っ
て
み
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
分
量
的
な
格
差
を
勘
案
し
て
も
複
音
節
化
し

た
単
語

の
数
は

『
論

語
』
に
比
べ
『
孟
子
』
の
方
が
遥
か
に
多
い
、
。
他
に
も
、
朋
友
・
衣
服
・
道
路
・
土
地
・
人
民
と
い
う
類
似
し

た

意

味
を
も
つ
語
が
並
ん
で
で
き
た
複
合
語
や
、
上
下
・
左
右
・
善
悪
・
是
非
・
禍
福
・
吉
凶
・
長
短
・
軽
重
と
い
う
反
義
を
も
つ
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語

が
並

ん

で

で

き
た
複
合
語
も
あ
る
。
類
義
の
複
合
語
に
せ
よ
反
義
の
複
合
語
に
せ
よ
、
他
の
字
と
結
合
し
複
合
語
に
な
っ
た
こ
と

に
よ
り
一
字
の
語
義
は
一
定
の
意
味
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
。
「
道
」
字
は
「
路
」
字
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
が
限
定
さ
れ

る
し
、
「
長
」
字
も
「
短
」
字
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
が
限
定
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
名
実
問
題
や
正
名
問
題
と
関
わ
り
、
筍
子
は
、
単
名
と
兼
名
を
実
際
的
に
ど
う
使
っ
て
い
る
か
。
次
に
、
こ
の
問
題
に
つ

い

て

若

干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

四
、
単
名
と
兼
名
か
ら
み
た
筍
子
の
名
実
論
（
正
名
論
）
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『
萄

子
』
に
も
数
多
く
の
兼
名
（
複
音
節
語
、
連
語
）
が
使
わ
れ
る
。
筍
子
が
「
礼
」
の
こ
と
を
よ
く
「
礼
義
」
と
い
う
の
も
そ

の

一

例

で

あ
る
。
以
下
、
名
実
論
や
儒
家
的
な
正
名
主
義
に
か
ら
ん
で
三
旬
子
』
に
出
る
単
名
と
兼
名
を
考
え
て
み
た
い
。
兼
名
に

は

修
飾
構
造
や
並
列
構
造
（
類
義
・
反
義
）
を
な
す
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
、
修
飾
構
造
を
な
す
兼
名
か
ら
み
て
み
よ
う
。

儒臣君

聖
君
　
　
中
君

聖
臣
　
　
功
臣

大
儒
　
　
小
儒

大
儒
　
　
雅
儒

纂暴
臣君

俗
儒

　
　
　

二
臣
道
L
）

態
臣
　
　
（
「
臣
道
」
）

　
　
　

（
「儒
効
」
）

　
　
　

二
儒
効
」
）



忠
　
ー

栄
　
ー

辱
　
ー

〈単
名
〉

〈共
名
〉

大
忠

義
栄

義
辱

〈兼
名
〉

〈別
名
〉

次
忠

執
栄

執
辱

〈兼
名
〉

〈別
名
〉

下
忠

〈兼
名
〉
〈
兼
名
〉

〈別
名
〉
〈
別
名
〉

（
「臣
道
」
）

二
正
論
」
）

（
「
正
論
」
）

　

右
は
、
単
名
に
修
飾
語
を
付
け
加
え
兼
名
を
作
っ
て
い
く
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
名
は
共
名
（
総
名
）
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
兼
名
は
別
名
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
単
名
と
兼
名
も
し
く
は
共
名
と
別
名
か
ら
は
、
類
概
念
と
種

概
念

を
説
く
存
在
論
的
な
議
論
が
起
こ
り
う
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
命
名
法
は
正
に
名
実
相
符
す
る
正
名
を
定

め

る
た
め
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
例
に
あ
げ
た
兼
名
は
、
主
に
政
治
論
的
か
つ
倫
理
論
的
な
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

筍
子
が
説
く
「
知
者
は
之
が
為
に
分
別
し
、
名
を
制
し
て
以
て
実
を
指
し
、
…
…
貴
賎
を
明
ら
か
に
し
、
…
…
同
異
を
弁
ず
」
と
す

る
制
名
の
目
的
二
所
為
有
名
」
）
に
沿
っ
て
い
る
。

　
孔
子
は

「
君

君
、
臣
臣
、
父
父
、
子
子
」
（
『
論
語
』
顔
淵
）
と
、
す
な
わ
ち
「
君
は
君
ら
し
く
、
臣
は
臣
ら
し
く
、
父
は
父
ら
し

く
、
子
は
子
ら
し
く
」
と
い
う
形
で
正
名
を
説
い
た
が
、
筍
子
は
そ
の
単
名
を
兼
名
に
す
る
形
で
正
名
を
説
く
。
も
し
孔
子
の
こ
と

ば

を
筍
子
に
言
わ
せ
る
な
ら
、
「
君
な
ら
聖
君
ら
し
く
、
臣
な
ら
聖
臣
ら
し
く
…
…
」
と
い
う
ふ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

筍
子
に

お
い
て
は
「
あ
の
君
は
君
と
い
っ
て
も
中
君
に
過
ぎ
な
く
、
あ
の
臣
は
臣
と
い
っ
て
も
態
臣
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
望
ま

し
く
な
い
も
の
ま
で
指
摘
し
う
る
。
要
す
る
に
、
筍
子
は
兼
名
を
活
用
し
て
、
名
を
正
す
1
望
ま
し
く
な
い
も
の
を
望
ま
し
い
状
態
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へ
取

り
返
す
！
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
正
し
い
名
を
定
め
る
ー
も
の
に
相
応
し
い
名
を
与
え
る
ー
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ

　

ま
た
、
筍
子
の
活
動
し
た
当
時
、
宋
鋳
の
説
と
さ
れ
る
「
侮
ら
れ
て
も
辱
と
は
思
わ
な
い
（
見
侮
不
辱
）
」
と
い
う
命
題
が
世
間

に
広
ま
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
命
題
は
戦
争
の
否
定
や
人
々
の
和
合
を
説
く
一
種
の
治
論
で
あ
っ
た
o
。
し
か
し
、
旬
子
か
ら
み
れ
ば
、

そ

れ
は

「
辱
」
と
い
う
こ
と
ば
の
用
い
方
を
誤
っ
て
名
を
乱
す
も
の
Q
そ
し
て
世
の
中
の
価
値
基
準
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
に
す
ぎ
な

か
っ

た
。
彼
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
辱
」
と
い
う
こ
と
ば
は
「
栄
」
と
対
に
な
る
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
栄
」
と
「
辱
」

と
は
礼
治
の
価
値
を
旦
ハ
現
す
る
た
め
、
両
端
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
栄
」
と
「
辱
」
と
い
う
名
は
礼
治
社

会
の
正
義
の
た
め
聖
人
が
制
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
そ
こ
聖
人
の
旨
に
か
な
う
よ
う
に
、
君
子
に
は
「
栄
」
が
与
え
ら
れ
小

人
に
は
．
辱
L
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
『
論
語
』
で
「
之
を
道
び
く
に
政
を
以
て
し
、
之
を
斉
う
る
に
刑
を
以
て
す
れ
ば
、

民

免
れ
て
恥
ず
る
こ
と
無
し
。
之
を
道
び
く
に
徳
を
以
て
し
、
之
を
斉
う
る
に
礼
を
以
て
す
れ
ば
、
恥
有
り
て
且
つ
格
し
。
（
為
政
）
」

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
差
恥
心
は
儒
家
的
な
礼
治
理
念
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
侮
ら
れ
て

も
辱
と
は
思
わ
な
い
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
礼
的
な
恥
辱
は
無
用
に
な
り
、
そ
れ
で
は
「
栄
」
と
い
う
こ
と
ば
も
無
用
に
な

る
し
か
な
い
。
宋
鉦
が
揚
げ
た
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
そ
の
目
的
は
別
と
し
て
、
筍
子
の
理
念
と
す
る
礼
的
社
会
の
価
値
秩
序
や
正

義
の
道
を
妨
げ
る
。
こ
こ
で
筍
子
は
「
栄
」
「
辱
」
と
い
う
こ
と
ば
は
両
端
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
使
い
分
け
に
合
う

よ
う
に
区
別
し
て
適
用
す
べ
き
だ
と
唱
え
る
。

　
だ

と
し
て
も
、
現
実
的
な
世
界
で
は
小
人
に
「
栄
」
が
与
え
ら
れ
た
り
、
君
子
に
「
辱
」
が
与
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
起
こ
り
、

「

栄
」
と
「
辱
」
と
い
う
だ
け
で
は
正
名
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
で
筍
子
は
ま
た
栄
と
辱
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
内
外
に

分
け
て
、
栄
誉
が
自
分
の
中
よ
り
出
て
く
る
の
を
義
栄
と
し
、
そ
れ
が
自
分
の
外
よ
り
与
え
ら
れ
る
の
を
執
栄
（
勢
栄
）
と
し
、
ま
た
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恥
辱
が
自
分
の
中
よ
り
出
て
く
る
の
を
義
辱
と
し
、
そ
れ
が
自
分
の
外
よ
り
与
え
ら
れ
る
の
を
執
辱
（
勢
辱
∀
と
名
付
け
る
。
「
義
栄
」

と
「
執
栄
」
、
「
義
辱
」
と
「
執
栄
」
も
両
端
を
示
す
こ
と
ば
で
、
こ
れ
も
実
態
を
正
し
く
反
映
し
指
示
す
る
た
め
に
単
名
を
兼
名
に

し
た
も
の
で
あ
る
、
。
『
論
語
』
で
「
邦
に
道
有
る
に
、
貧
し
く
し
て
且
つ
賎
き
は
恥
な
り
。
邦
に
道
無
き
に
、
富
み
て
且
つ
貴
き
は

恥
な

り
。
（
泰
伯
ご
と
あ
る
が
、
前
者
の
場
合
は
義
栄
と
勢
栄
、
義
辱
と
勢
辱
が
相
応
じ
る
状
態
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
は
義
栄
と

勢

栄
、
義
辱
と
勢
辱
が
相
応
じ
な
い
状
態
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
並
列
構
造
を
な
す
兼
名
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

水
火

は

気
有

る
も
生
無
く
、
草
木
は
生
有
る
も
知
無
く
、
禽
獣
は
知
有
る
も
義
無
く
、
人
は
気
有
り
生
有
り
知
有
り
、
亦
た
且

つ

義
有
り
。
故
に
最
も
天
下
の
貴
為
る
な
り
。
力
は
牛
に
若
か
ず
、
走
る
こ
と
馬
に
若
か
ず
、
而
も
牛
馬
を
用
と
為
す
は
何
ぞ

や
。
曰
く
、
人
は
能
く
彗
し
、
彼
は
華
す
る
能
は
ざ
れ
ば
な
り
。
人
は
何
を
以
て
能
く
葦
す
る
や
。
曰
く
、
分
な
り
。
分
は
何

を
以
て
能
く
行
わ
る
る
や
。
曰
く
、
義
な
り
。
故
に
義
以
て
分
す
れ
ば
則
ち
和
し
、
和
す
れ
ば
則
ち
一
な
り
、
↓
な
れ
ば
則
ち

力
多
く
、
力
多
け
れ
ば
則
ち
彊
く
、
彊
け
れ
ば
則
ち
物
に
勝
つ
。
…
…
故
に
四
時
を
序
し
、
万
物
を
裁
し
、
天
下
を
兼
利
す
る

は
、
宅
の
故
無
し
。
之
が
分
義
を
得
れ
ば
な
り
。
（
「
王
制
」
）

水

火

有
気
而
無
生
、
草
木
有
生
而
無
知
、
禽
獣
有
知
而
無
義
、
人
有
気
有
生
有
知
、
亦
且
有
義
。
故
最
為
天
下
貴
也
。
力
不
若

牛
、
走
不
若
馬
、
而
牛
馬
為
用
、
何
也
。
日
、
人
能
皐
、
彼
不
能
書
也
。
人
何
以
能
葦
。
日
、
分
。
分
何
以
能
行
。
日
、
義
。

故
義
以
分
則
和
、
和
則
一
、
一
則
多
力
、
多
力
則
彊
、
彊
則
勝
物
。
…
…
故
序
四
時
、
裁
万
物
、
兼
利
天
下
、
無
宅
故
焉
。
得

之
分
義
也
。
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こ
の
個
所
で
は
、
水
火
、
草
木
、
禽
獣
、
牛
馬
、
人
と
い
う
存
在
区
分
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
区
分
は
、
気
、
生
（
生
命
）
、
知
（
知

覚
）
、
義
（
礼
義
）
と
い
う
も
の
の
所
有
如
可
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
存
在
区
分
論
は
自
然
世
界
へ
の
関
心
や
観
察
か
ら
得
ら

れ
た

理
解
に

も
と
つ
く
も
の
で
、
筍
子
も
当
時
の
科
学
的
な
成
果
を
受
け
入
れ
て
思
考
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
に
と
っ
て

存

在
論
的
な
位
階
や
生
物
学
的
な
体
系
を
築
く
の
は
究
極
的
な
関
心
事
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
、
「
物
を
思
い
て
之
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
れ

物

と
す
る
は
、
物
を
理
め
て
之
を
失
う
こ
と
勿
き
に
執
与
そ
や
。
（
天
論
）
」
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
筍
子
の
万
物
に
対
す
る
関

心
は

主
に

人

間

生

活

を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
有
用
性
の
側
面
に
存
す
る
。
右
の
例
文
に
お
い
て
も
牛
馬
は
人
間
に
使
わ
れ
る
存
在
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
個
所
で
存
在
を
類
別
化
し
て
結
論
的
に
説
か
れ
る
話
と
は
、
人
間
は
万
物
を
使
い
万
物
よ
り
優
位
を
占

め

る
が
、
そ
れ
は
礼
義
を
も
っ
て
身
分
や
差
等
を
つ
け
秩
序
あ
る
社
会
組
織
を
つ
く
っ
た
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
社
会
思
想
的
な
礼

論
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
礼
義
の
必
要
性
や
有
効
性
を
唱
え
る
た
め
、
人
間
と
自
然
界
の
存
在
を
対
比
し
て
い
る
わ
け

で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
人
間
以
外
の
存
在
が
［
水
火
」
「
草
木
」
「
禽
獣
」
と
い
う
よ
う
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
兼
名
は
人
間

に

大

別
さ
れ
た
存
在
物
の
名
と
し
て
萄
子
の
礼
論
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
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天
に

在
る
者
は
日
月
よ
り
明
ら
か
な
る
は
莫
く
、
地
に
在
る
者
は
水
火
よ
り
明
ら
か
な
る
は
莫
く
、
物
に
在
る
者
は
珠
玉
よ
り

明
ら
か
な
る
は
莫
く
、
人
に
在
る
者
は
礼
義
よ
り
明
ら
か
な
る
は
莫
し
。
（
「
天
論
」
）

君
な
る
者
は
、
善
く
葦
せ
し
む
る
な
り
。
墓
道
当
れ
ば
、
則
ち
万
物
皆
其
の
宜
き
を
得
。
…
…
故
に
養
長
時
な
れ
ば
、
則
ち
六

畜
育
ち
、
殺
生
時
な
れ
ば
、
則
ち
草
木
殖
し
、
政
令
時
な
れ
ば
、
則
ち
百
姓
一
と
な
り
、
賢
良
服
す
。
（
「
王
制
」
）

川
淵
深
く
し
て
魚
竈
之
に
帰
し
、
山
林
茂
り
て
禽
獣
之
に
帰
し
、
刑
政
平
か
に
し
て
百
姓
之
に
帰
し
、
礼
義
備
わ
り
て
君
子
之



に
帰
す
。
－
…
川
淵
枯
る
れ
ば
、
則
ち
竜
鮒
之
を
去
り
、
山
林
険
な
れ
ば
、
則
ち
鳥
酬
之
を
去
り
、
国
家
政
を
失
へ
ば
則
ち
士

民
之
を
去
る
。
二
致
士
」
）

在
天
者
莫
明
於
日
月
、
在
地
者
莫
明
於
水
火
、
在
物
者
莫
明
於
珠
玉
、
在
人
者
莫
明
於
礼
義
。
（
「
天
論
」
）

君
者
、
善
華
也
。
華
道
当
、
則
万
物
皆
得
其
宜
。
…
…
故
養
長
時
、
則
六
畜
育
、
殺
生
時
、
則
草
木
殖
、
政
令
時
、
則
百
姓
一
、

賢
良
服
。
二
王
制
」
）

川
淵
深
而
魚
竈
帰
之
、
山
林
茂
而
禽
獣
帰
之
、
刑
政
平
而
百
姓
帰
之
、
礼
義
備
而
君
子
帰
之
。
…
…
川
淵
枯
則
竜
魚
去
之
、
山

林
険
則
鳥
獣
去
之
、
国
家
失
政
則
士
民
去
之
。
二
致
士
」
）

　
例
文
か
ら
は
、
「
日
月
」
「
水
火
」
「
珠
玉
」
「
川
淵
」
「
山
林
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
が
「
礼
義
」
に
対
応
さ
れ
、
「
草
木
」
「
禽

獣
」
「
魚
趨
」
二
竜
魚
」
）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
が
人
間
（
「
百
姓
」
や
「
君
子
」
な
ど
）
に
対
応
さ
れ
て
述
べ
ら
れ
る
。
筍
子
は
自

分
の
論
説
の
説
得
力
を
高
め
る
た
め
に
様
々
な
事
物
か
ら
類
比
し
て
君
子
や
礼
義
の
こ
と
を
説
く
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
す
る
が
、
こ

こ
で
そ
の
類
比
さ
れ
る
も
の
の
名
は
事
物
を
大
別
し
た
名
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
草
木
」
一
禽
獣
」
「
魚
竈
」
と
い
う
の
は
生

物
を
類
別
に
大
別
し
た
名
で
あ
り
、
一
草
木
」
は
植
物
を
、
「
禽
獣
」
は
陸
上
動
物
を
、
「
魚
竈
」
は
水
中
動
物
を
共
に
挙
げ
た
名
で

あ
る
。
人
間
社
会
を
君
子
で
代
弁
さ
せ
、
こ
れ
を
自
然
界
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
も
の
と
対
応
さ
せ
る
た
め
に
は
、
「
草
木
」
「
禽
獣
」

「
魚

亀
」
と
い
う
よ
う
に
大
別
し
て
代
弁
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第
二
章
で
筍
子
の
い
う
大
別
名
を
「
鳥
」
「
獣
」
と

み

る
よ
り
「
鳥
獣
」
と
み
て
み
た
い
と
述
べ
た
が
、
実
際
に
『
旬
子
』
で
は
「
鳥
」
や
「
獣
」
の
名
が
単
独
的
に
使
わ
れ
る
よ
り
、

大
概
「
鳥
獣
」
と
い
う
兼
名
で
使
わ
れ
て
い
る
。
「
草
」
と
い
う
字
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
草
木
」
と
い
う
兼
名
で
現
わ
れ
、
「
禽
」
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「
獣
」
も
「
禽
獣
」
と
い
う
兼
名
で
現
わ
れ
る
。

　
「
草
木
」
「
禽
獣
」
「
魚
亀
」
と
い
う
兼
名
は
、
異
な
る
二
つ
の
も
の
が
、
あ
る
類
似
性
か
ら
ー
生
長
の
様
子
や
棲
息
地
な
ど
ー
容

易
に
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
名
を
そ
の
ま
ま
結
合
さ
せ
共
名
と
な
し
た
で
あ
ろ
う
。
類
似
性
を
も
つ
も
の
の
名
（
単
名
）

を
共
に
挙
げ
て
名
づ
け
る
命
名
法
に
よ
っ
て
、
こ
の
兼
名
に
は
集
合
的
な
性
質
が
生
じ
、
類
名
（
共
名
）
と
し
て
働
き
始
め
る
ー
も
ち

ろ
ん
兼
名
が
倶
一
な
る
場
合
ー
。
「
草
木
」
「
禽
獣
」
「
魚
寵
」
と
い
う
共
名
は
あ
る
類
似
性
で
結
ば
れ
た
た
め
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ

て
い

る
単
名
の
も
の
に
限
ら
ず
、
そ
れ
ら
と
同
じ
類
似
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
単
名
以
外
の
も
の
も
含
む
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
兼
名
（
共
名
）
は
単
名
と
単
名
が
も
つ
外
延
を
超
え
る
。
た
と
え
ば
、
「
草
木
」
に
は
花
も
入
っ
て
い
る
し
、
川
淵
の
「
魚
亀
」

に
は
一
応
蛙
も
属
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
「
致
士
」
篇
の
例
文
で
は
川
淵
の
「
魚
竈
」
が
川
淵
の
「
竜
魚
」
に
替
わ
っ

て
い

る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
魚
亀
が
川
淵
に
帰
す
る
に
竜
が
同
行
し
て
は
い
け
な
い
わ
け
が
な
く
、
竜
魚
が
川
淵
を
去
る
に
亀

は

残

ら
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
魚
亀
」
を
「
竜
魚
」
と
言
い
替
え
て
も
何
一
つ
問
題
に
な
ら
な
い
二
禽
獣
」

も
「
鳥
獣
」
に
替
わ
っ
て
い
る
）
。

　
ま
た
、
「
草
木
」
「
禽
獣
」
「
魚
竈
」
と
い
う
兼
名
は
、
各
々
の
単
名
の
も
つ
外
延
を
超
え
る
類
概
念
（
共
名
）
で
は
あ
る
が
、
し
か

も
、
そ
の
兼
名
は
単
名
を
共
に
連
ね
る
だ
け
で
類
概
念
（
共
名
）
に
な
っ
た
わ
け
で
、
単
名
で
あ
っ
た
具
体
的
な
事
物
の
名
が
視
覚
的

か

つ
聴

覚
的
に
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
た
め
、
単
名
が
も
っ
て
い
た
具
体
性
を
あ
る
程
度
保
持
す
る
。
こ
の
よ
う
な
兼
名
は
類
概
念
で

は

あ
る
も
の
の
、
低
い
抽
象
度
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
弱
い
意
味
で
の
類
概
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
草
木
」
「
禽
獣
」
「
魚
篭
」
の

よ
う
な
共
名
は
具
象
的
な
類
概
念
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
具
象
性
の
た
め
か
、
こ
れ
ら
の
兼
名
は
場
合
に
よ
り
類
概
念
と
し
て
は
曖

昧
な
位
階
に
立
つ
こ
と
も
あ
る
。
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小
人

是
に
反
す
。
…
…
心
は
虎
猫
の
如
く
、
行
い
は
禽
酬
の
如
し
。
（
「
修
身
」
）

我

之
を
鳥
鼠
．
禽
獣
に
属
せ
ん
と
欲
す
る
か
、
則
ち
不
可
な
り
。
其
の
形
体
又
た
人
に
し
て
好
悪
同
じ
き
多
し
。
（
「
栄
辱
」
）

六

畜
．
禽
獣
は
一
に
し
て
車
を
割
ら
に
し
、
竈
罷
・
劃
・
鰻
鱈
は
時
を
以
て
別
れ
、
一
に
し
て
華
を
成
す
。
（
「
富
国
」
）

小

人

反
是
。
…
…
心
如
虎
狼
、
行
如
禽
獣
。
（
「
修
身
」
）

我
欲
属
之

鳥
鼠
禽
獣
邪
、
則
不
可
。
其
形
体
又
人
而
好
悪
多
同
。
（
「
栄
辱
」
）

六
畜
禽
獣
一
而
割
車
、
竈
韻
魚
竈
鱈
鰭
以
時
別
、
　
一
而
成
華
。
（
「
富
国
」
）

　
「
禽
獣
」
と
い
う
類
概
念
は
虎
や
狼
や
鼠
を
概
念
的
に
含
む
は
ず
な
の
に
そ
れ
ら
と
並
列
し
て
述
べ
ら
れ
、
「
魚
鑓
」
と
い
う
類

概
念

も
竈
（
オ
オ
ス
ッ
ポ
ン
）
、
盟
更
ワ
ニ
の
↓
種
）
、
鱈
、
檀
（
ウ
ミ
ヘ
ビ
）
を
含
む
は
ず
な
の
に
そ
れ
ら
と
同
等
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
「
禽
獣
」
「
魚
竈
」
は
類
概
念
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
単
名
と
単
名
が
旦
ハ
象
す
る
自
然
種
の
よ
う
な
も
の
に
近
く

聞
こ
え
る
。

　
最
後

に
、
反
義
の
兼
名
に
つ
い
て
は
、
そ
の
用
例
を
一
々
論
じ
る
よ
り
、
次
の
よ
う
な
筍
子
の
考
え
方
を
挙
げ
る
こ
と
に
論
及
を

と
ど
め
た
い
。

凡
そ
人

の

患

は
、
一
曲
に
蔽
わ
れ
て
大
理
に
闇
き
こ
と
な
り
。
…
…
欲
蔽
を
為
し
、
悪
蔽
を
為
し
、
始
蔽
を
為
し
、
終
蔽
を
為

し
、
遠
蔽
を
為
し
、
近
蔽
を
為
し
、
博
蔽
を
為
し
、
浅
蔽
を
為
し
、
古
蔽
を
為
し
、
今
蔽
を
為
す
。
凡
そ
万
物
異
な
れ
ば
則
ち
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相
蔽
を
為
さ
ざ
る
こ
と
莫
し
、
此
れ
心
術
の
公
患
な
り
。
…
…
聖
人
は
心
術
の
患
を
知
り
、
蔽
塞
の
禍
を
見
る
。
故
に
欲
無
く

悪

無
く
、
始
無
く
終
無
く
、
近
無
く
遠
無
く
、
博
無
く
浅
無
く
、
古
無
く
今
無
く
、
万
物
を
兼
陳
し
て
中
に
衡
を
県
く
。
是
の

故
に
衆
異
も
相
蔽
い
て
以
て
其
の
倫
を
乱
す
こ
と
を
得
ざ
る
な
り
。
（
「
解
蔽
」
）

凡
人

之

患
、
蔽
於
一
曲
而
闇
於
大
理
。
…
…
欲
為
蔽
、
悪
為
蔽
、
始
為
蔽
、
終
為
蔽
、
遠
為
蔽
、
近
為
蔽
、
博
為
蔽
、
浅
為
蔽
、

古

為
蔽
、
今
為
蔽
。
凡
万
物
異
則
莫
不
相
為
蔽
、
此
心
術
之
公
患
也
。
…
…
聖
人
知
心
術
之
患
、
見
蔽
塞
之
禍
。
故
無
欲
無
悪
、

無
始
無

終
、
無
近
無
遠
、
無
博
無
浅
、
無
古
無
今
、
兼
陳
万
物
而
中
県
衡
焉
。
是
故
衆
異
不
得
相
蔽
以
乱
其
倫
也
。

　

大
概
の
人
間
は
そ
の
認
識
活
動
に
お
い
て
一
偏
に
か
た
よ
っ
た
観
点
か
ら
物
事
を
判
断
し
た
り
、
　
一
隅
に
か
た
よ
っ
た
立
場
に
固

執

し
た
り
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
認
識
上
の
問
題
で
あ
る
と
萄
子
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
一
偏
一
隅
に
か
た
よ
っ
て
は
正
し
い
道

理

を
大
観
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
自
分
が
好
ん
で
い
る
も
の
ば
か
り
を
正
し
い
と
思
っ
た
り
、
自
分
が
嫌
う
こ
と
だ
か
ら

顧
み

よ
う
と
も
し
な
い
。
も
の
ご
と
の
始
ま
り
と
か
終
り
と
か
、
遠
い
と
か
近
い
と
か
、
広
い
と
か
狭
い
と
か
、
古
い
と
か
新
し
い

な

ど
と
い
う
一
面
的
な
観
点
か
ら
し
か
見
て
な
い
た
め
そ
こ
に
蔽
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
弊
害
を
克
服
す

る
た
め
に
は
、
も
の
ご
と
の
も
つ
両
面
性
を
み
て
全
体
的
な
洞
察
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
萄
子
は
述
べ
る
。
萄
子
は
諸
家
の

学
説

を
評
価
す
る
時
も
、
各
々
の
学
説
は
一
理
を
有
す
る
も
の
の
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
一
面
的
な
部
分
に
固
執
し
て
し
ま
い
全
体
的

な

道
理
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
批
判
す
る
、
。
つ
ま
り
、
こ
の
箇
所
で
、
萄
子
は
欲
と
悪
、
始
と
終
、
近
と
遠
、
博
と
浅
、

古

と
今
な
ど
を
共
に
挙
げ
て
も
の
ご
と
を
量
り
事
物
の
道
理
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
対
極
的
な
両
面
性
が
共
に

思
考

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
対
極
的
な
両
面
を
こ
と
ば
に
す
る
と
、
「
欲
悪
」
「
終
始
」
「
遠
近
」
「
浅
薄
」
「
古
今
」
と
い
う
兼
名
に
な
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る
。
こ
れ
ら
の
兼
名
は
両
極
端
だ
け
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
を
示
す
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
共
名
的
な
働
き
を
す
る
と

言
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
ー
た
と
え
ば
「
遠
近
」
に
は
遠
と
近
の
間
に
あ
る
と
こ
ろ
も
含
ま
れ
る
ー
。
殊
に
こ
の
反
対
の
意
味

を
も
つ
単
名
が
結
合
し
た
兼
名
は
、
筍
子
の
い
う
礼
の
精
神
と
も
絡
み
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

礼
な

る
者
は
長
を
断
ち
て
短
を
続
ぎ
、
有
余
を
損
し
て
不
足
を
益
し
、
愛
敬
の
文
を
達
し
て
滋
ま
す
行
義
の
美
を
成
す
者
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も

故
に
文
飾
と
巖
悪
、
声
楽
と
突
泣
、
悟
愉
と
憂
戚
と
は
、
是
れ
反
な
り
。
然
り
而
し
て
礼
は
兼
ね
て
之
を
用
い
、
時
こ
も
挙
げ

　
こ
も

て

代
こ
も
御
す
。
故
に
文
飾
・
声
楽
・
悟
愉
は
、
平
を
持
し
吉
を
奉
ず
る
所
以
な
り
。
癖
悪
・
突
泣
・
憂
戚
は
、
険
を
持
し
て

凶

を
奉
ず
る
所
以
な
り
。
二
礼
論
」
）

礼

者
、
断
長
続
短
、
損
有
余
益
不
足
、
達
愛
敬
之
文
而
滋
成
行
義
之
美
者
也
。
故
文
飾
巖
悪
、
声
楽
突
泣
、
悟
愉
憂
戚
、
是
反

也
。
然
而
礼
兼
而
用
之
、
時
挙
而
代
御
。
故
文
飾
、
声
楽
、
悟
愉
、
所
以
持
平
奉
吉
也
。
麗
悪
、
突
泣
、
憂
戚
、
所
以
持
険
奉

凶
也
。
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前
述
し
た
「
栄
」
と
「
辱
」
が
礼
治
の
価
値
を
旦
ハ
現
す
る
た
め
に
両
端
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
と
同
様
に
、
こ
の
個
所
で
も
礼
の

精
神
を
語
る
た
め
に
「
長
」
と
「
短
」
、
「
断
」
と
「
続
」
、
「
損
」
と
「
益
」
、
「
有
余
」
と
「
不
足
」
、
「
吉
」
と
「
凶
」
と
い
う
反
対

の

意

味
を
も
つ
こ
と
ば
が
連
な
り
、
ま
た
文
飾
と
巖
悪
、
声
楽
と
突
泣
、
悟
愉
と
憂
戚
と
い
っ
た
礼
儀
の
両
面
的
な
側
面
が
叙
述
さ

れ

る
。
礼
は
相
反
す
る
と
み
ら
れ
る
両
極
端
を
兼
ね
て
用
い
る
か
ら
で
あ
る
。
萄
子
が
一
偏
一
隅
に
か
た
よ
ら
な
い
認
識
を
強
調
す

る
基
に
は
こ
う
い
う
礼
の
精
神
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
個
所
で
は
「
長
」
「
短
」
、
「
断
」
「
続
」
、
「
損
」
「
益
」
、
「
吉
」
「
凶
」
と
い



う
こ
と
ば
は
兼
名
と
し
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

も
結
合
す
る
準
備
が
出
来
て
い
る
に
違
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
単
名
は
礼
の
精
神
の
従
う
全
面
的
な
洞
察
を
語
る
た
め
に
何
時
で

お

わ

り
に

　
以

上
、
萄
子
の
名
実
論
（
正
名
論
）
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
特
に
単
名
と
兼
名
の
問
題
に
焦
点
を
お
い
て
述
べ
て
み
た
。
名
実
問

題

を
め
ぐ
る
論
争
は
、
基
本
的
に
は
思
想
家
た
ち
の
も
つ
様
々
な
政
治
思
想
や
社
会
思
想
の
相
違
か
ら
起
こ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ

の

名
実
問
題
と
関
わ
っ
て
提
示
さ
れ
る
命
題
ー
殊
に
名
家
た
ち
が
唱
え
る
ー
の
多
く
は
単
名
と
兼
名
の
関
係
か
ら
見
出
さ
れ
る
言

語
的
な

間
隙
を
巧
み
に
利
用
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
表
面
上
で
は
こ
う
い
っ
た
命
題
が
論
争
の
要
因
と
な
る
。
筍
子
が
単

名
と
兼
名
そ
し
て
共
名
な
ど
の
概
念
を
言
い
出
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
命
題
に
一
定
の
程
度
対
応
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
た
め
で

あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
萄
子
は
名
家
た
ち
の
命
題
が
取
り
出
し
た
言
語
学
的
な
問
題
の
本
質
を
十
分
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
名
家
た
ち
が
単
名
と
兼
名
と
の
間
隙
を
見
つ
め
て
誰
弁
に
近
い
命
題
を
唱
え
る
こ
と
や
、
萄
子
が
単
名
と
兼
名
を
述
べ
る

の

は
、
言
葉
が
単
音
節
語
か
ら
複
音
節
語
へ
移
行
す
る
古
代
漢
語
の
歴
史
的
な
流
れ
の
上
で
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
う
み

る
と
、
筍
子
は
、
漢
語
の
単
音
節
語
と
複
音
節
語
を
、
単
名
と
兼
名
と
し
て
概
念
化
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
彼
は
単
名
と
兼
名
の
も

つ
性

質
を
活
か
し
な
が
ら
名
実
論
や
正
名
論
を
説
き
、
自
分
の
理
念
す
る
礼
論
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
以
上
の
ご
と
く
、
単
名
と
兼
名
と
い
う
概
念
を
通
し
、
萄
子
の
名
実
論
や
正
名
論
を
論
じ
な
が
ら
、
名
実
論
一
般
の
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特

質
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
。
単
名
と
兼
名
の
関
係
が
筍
子
を
含
め
て
諸
家
に
よ
っ
て
そ
れ
ほ
ど
真
摯
に
思
考
さ
れ
た
の
は
、
や
は

り
そ
こ
か
ら
政
治
哲
学
や
社
会
哲
学
的
な
含
意
が
読
み
取
ら
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
統
一
に
向
っ
て
急
激
に

走
り
出
す
戦
国
期
の
状
況
を
思
え
ば
、
単
と
単
を
兼
ね
る
、
兼
の
中
に
あ
る
単
は
ど
う
理
解
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
は
、
単
に
言

語
学
的
か

つ
論
理
学
的
な
範
疇
だ
け
に
収
ま
ら
な
い
響
き
を
も
つ
。

注
（
1
）
楊
注
、
「
単
、
物
之
単
名
也
。
兼
、
復
名
也
。
喩
、
曉
也
。
謂
若
止
喩
其
物
、
則
謂
之
馬
。
喩
其
毛
色
、
則
謂
之
白
馬
黄
馬
之

　
　
比
也
。
」

（
2
）
も
ち
ろ
ん
「
単
名
と
兼
名
が
相
避
け
な
け
れ
ば
共
名
と
す
る
」
の
が
共
名
を
導
く
唯
一
の
や
り
方
で
は
な
い
。
後
に
触
れ
る
が
、

　
　
筍
子
は
共
名
を
導
く
た
め
「
推
し
て
之
を
共
し
、
共
は
則
ち
共
す
る
有
り
、
無
共
に
至
り
て
然
る
後
に
止
む
」
と
す
る
や
り
方

　
　
も
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
鳥
」
は
「
鶏
」
「
雑
」
「
雀
」
「
雁
」
な
ど
の
共
名
と
、
「
獣
」
は
「
牛
」
「
馬
」
「
虎
」
「
豹
」
な

　
　
ど
の
共
名
（
汎
称
、
総
名
）
と
み
な
さ
れ
る
が
、
「
鳥
」
や
「
獣
」
が
単
名
と
兼
名
の
関
係
か
ら
導
か
れ
た
共
名
で
あ
る
と
は
考

　
　
え
が
た
い
。

（
3
）
白
馬
論
、
「
求
馬
、
黄
黒
馬
皆
可
致
。
求
白
馬
、
黄
黒
馬
不
可
致
。
使
白
馬
乃
馬
也
、
是
所
求
一
也
、
所
求
一
者
、
白
者
不
異

　

馬

也
。
所
求
不
異
、
如
黄
黒
馬
有
可
有
不
可
、
何
也
。
可
与
不
可
其
相
非
明
。
故
黄
・
黒
馬
一
也
。
而
可
以
応
有
馬
、
而
内
可

一
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以
応
有
白
馬
、
是
白
馬
之
非
馬
審
　
。
」
こ
の
例
文
の
「
相
非
」
は
、
筍
子
の
述
べ
る
「
無
所
相
避
」
と
は
反
対
の
状
況
、
つ

　
　
ま
り
「
有
所
相
避
」
な
る
状
況
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
こ
こ
は
「
猶
使
異
実
者
莫
不
同
名
也
」
と
あ
る
原
文
通
り
に
解
釈
し
た
。
他
方
、
上
文
の
「
同
則
同
之
、
異
則
異
之
」
と
あ
る

　
　
の
に
沿
う
た
め
に
は
こ
こ
の
「
異
実
」
を
「
同
実
」
に
直
す
べ
き
だ
と
す
る
説
も
あ
り
ー
た
と
え
ば
王
念
孫
の
注
釈
1
、
多
く

　
　
の
注
釈
者
は
こ
の
方
向
で
解
釈
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
み
る
と
異
実
同
名
の
問
題
を
看
過
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
文

　
　
の

後

「
故
万
物
錐
衆
、
有
時
而
欲
偏
挙
之
、
故
謂
之
物
」
と
あ
る
記
述
が
続
く
の
も
異
実
同
名
な
る
共
名
を
説
く
た
め
で
あ
る

　
　
と
考
え
ら
れ
る
。
楊
注
で
は
「
恐
異
実
異
名
卒
不
可
偏
挙
、
故
猶
使
異
実
者
有
時
而
同
一
名
也
。
或
日
、
異
実
当
為
同
実
。
言

　
　
使

異
実
者
異
名
、
其
不
可
相
乱
、
猶
如
使
同
実
者
莫
不
同
名
也
。
」
と
あ
り
、
楊
椋
は
文
字
を
改
め
ず
原
文
通
り
理
解
し
た
と

　
　
思
わ
れ

る
ー
王
念
孫
は
楊
注
の
或
説
の
方
を
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
ー
。
こ
の
楊
注
に
従
い
、
異
実
同
名
の
観
点
か
ら
こ
の
箇
所

　
　
を
理
解
す
る
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
李
相
沫
『
類
の
論
理
哲
学
研
究
ー
萄
子
の
「
統
類
」
と
韓
非
の
「
知
類
」
を
中
心
と

　
　
し
て
』
（
一
八
一
頁
）
（
韓
国
ソ
ウ
ル
、
延
世
大
学
校
哲
学
科
博
士
論
文
、
二
〇
〇
三
年
）
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
先
秦
期
の
論

　
　
理
学
説

を
網
羅
的
に
取
り
扱
い
な
が
ら
、
形
式
論
理
学
と
異
な
る
中
国
古
代
論
理
哲
学
の
特
異
点
を
究
明
し
よ
う
と
し
、
そ
れ

　
　
を
「
類
の
論
理
」
と
概
念
化
し
た
。
つ
ま
り
、
中
国
の
論
理
学
は
、
形
式
論
理
学
的
な
抽
象
化
に
よ
る
矛
盾
排
除
を
は
か
る
よ

　
　
り
系
列
化
に
よ
る
矛
盾
の
和
解
を
重
視
し
、
あ
ら
ゆ
る
諸
子
の
論
弁
に
は
「
類
」
を
ど
う
捉
え
る
か
が
核
心
問
題
と
な
っ
て
い

　
　
る
と
論
じ
る
。
本
稿
で
の
正
名
篇
の
箇
所
（
「
同
則
同
之
…
…
至
於
無
別
然
後
止
」
）
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
こ
の
論
文
か
ら
多

　
　

く
の
教
示
を
得
た
。

（
5
）
『
諸
子
平
議
』
、
「
上
文
云
、
故
万
物
錐
衆
、
有
時
而
欲
偏
挙
之
、
故
謂
之
物
、
物
也
者
、
大
共
名
也
。
既
有
大
共
大
別
之
不
同
、
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而
上
文

云

偏
挙
之
、
此
亦
云
偏
挙
之
、
不
可
通
　
。
疑
此
偏
字
乃
偏
字
之
誤
。
上
云
偏
挙
之
、
乃
普
偏
之
義
、
故
日
大
共
名
也
。

　
　
此
云
偏
挙

之
、
乃
一
偏
之
義
、
故
日
大
別
名
也
。
偏
與
偏
形
似
、
因
而
致
誤
。
」

（
6
）
ま
た
、
解
釈
の
差
が
生
じ
た
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
「
共
則
有
共
」
「
別
則
有
別
」
の
「
有
」
字
を
楊
僚
は
文
字
通
り
理
解

　
　
す

る
が
、
通
説
は
王
念
孫
の
説
に
従
っ
て
「
有
」
を
「
又
」
字
と
改
め
て
理
解
す
る
点
も
考
え
う
る
。
『
読
書
雑
志
』
八
之
七
、

　
　
「
共

則
有
共
之
有
、
読
為
又
、
謂
共
而
又
共
、
至
於
無
共
然
後
止
也
。
」
李
相
沫
氏
は
、
楊
注
に
従
い
、
大
共
名
と
大
別
名
と

　
　
と
も
に
「
偏
挙
」
し
た
名
と
解
釈
す
る
（
上
掲
論
文
、
同
頁
）
。

（
7
）
前
の
「
馬
」
と
「
白
馬
」
の
ケ
ー
ス
で
は
、
「
白
馬
」
が
倶
一
な
る
も
の
か
惟
是
な
る
も
の
か
を
顧
慮
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

　
　
は

「
白
馬
」
と
い
う
兼
名
を
倶
＝
一
単
語
）
な
る
も
の
と
し
て
の
み
考
え
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
白
馬
」
と
い
う
兼
名
も
惟

　
　
是
（
二
単
語
）
な
る
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
公
孫
竜
は
「
白
馬
論
」
で
「
馬
者
、
所
以
命
形
也
。
白
者
、
所
以
命
色
也
。

　
　
命
色
者
、
非
命
形
也
。
故
日
、
白
馬
非
馬
。
」
「
白
馬
者
、
馬
与
白
也
。
馬
与
白
、
（
非
）
馬
也
、
故
日
、
白
馬
非
馬
也
。
」
と
い

　
　
う
論
弁
を
展
開
す
る
が
、
こ
れ
は
「
白
馬
」
と
い
う
兼
名
の
も
つ
惟
是
な
る
性
格
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
白
馬
」
が
惟

　
　
是
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
「
白
馬
」
と
「
馬
白
」
と
は
意
味
的
に
差
が
な
い
。

（
8
）
こ
こ
で
い
う
古
代
漢
語
は
、
漢
語
の
時
代
区
分
法
に
お
い
て
通
常
「
上
古
漢
語
」
な
い
し
一
上
古
中
国
語
」
（
東
周
～
三
国
時

　
　
代
）
と
呼
ば
れ
る
時
期
の
も
の
で
、
そ
の
中
で
も
春
秋
戦
国
時
期
の
も
の
を
念
頭
に
置
い
た
。

（
9
）
「
形
態
基
と
い
う
考
え
方
」
（
『
藤
堂
明
保
中
国
語
学
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
）
、
二
三
ニ
ー
二
四
一
頁
。
（
も
と
「
中
国

　

語
学
」
一
〇
九
（
一
九
六
＝
に
所
収
）
例
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
単
語
の
グ
ル
ー
プ
を
、
じ
。
°
言
「
一
σ
q
壽
コ
氏
は
「
≦
○
「
△
合
三
ご
ご

　

と
名
づ
け
、
服
部
四
郎
氏
は
「
単
語
家
族
」
と
呼
ん
だ
が
、
藤
堂
氏
は
略
し
て
「
単
語
群
」
と
称
し
た
。
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（
1
0
）
同
じ
個
所
で
は
ま
た
「
生
之
所
以
然
者
謂
之
性
。
性
之
和
所
生
、
精
合
感
応
、
不
事
而
自
然
謂
之
性
。
」
「
心
慮
而
能
為
之
動
謂

　
　
之
偽
。
慮
積
焉
、
能
習
焉
、
而
後
成
謂
之
偽
。
」
と
あ
り
、
「
性
」
「
偽
」
字
の
方
は
未
分
化
さ
れ
た
ま
ま
に
使
わ
れ
て
い
る
。

（
H
）
藤
堂
明
保
「
堅
白
異
同
の
辮
は
な
ぜ
生
じ
た
か
」
（
「
東
京
支
那
学
報
」
第
八
号
（
四
項
）
、
一
九
六
二
）
。
氏
は
こ
の
論
文
で
、

　
　
名
家
が
唱
え
た
「
堅
白
論
」
の
主
旨
は
認
識
論
的
な
側
面
に
あ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
古
代
漢
語
の
特
質
と
関
わ
る
言
語
学

　
　
的
な

側

面
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
古
代
漢
語
で
は
「
堅
い
・
白
い
」
と
両
方
の
観
念
を
共
有
し
そ
の
双
方
の
意

　
　
味
が
未
分
化
さ
れ
た
ま
ま
同
居
し
た
こ
と
ば
が
存
在
す
る
。
そ
の
「
堅
い
・
白
い
」
と
双
方
の
意
味
を
含
む
こ
と
ば
が
も
つ
意

　
　
味

の

曖
昧

さ
を
明
瞭
に
す
る
た
め
、
名
家
は
堅
白
を
二
つ
に
分
け
よ
う
と
し
堅
白
論
を
唱
え
た
。
こ
こ
に
名
家
な
り
の
正
名
主

　
　
義
が
あ
る
と
す
る
。

（
1
2
）
「
古
典
語
の
語
彙
」
（
『
中
国
文
化
叢
書
1
言
語
』
（
大
修
館
書
店
、
｝
九
七
六
）
二
四
八
頁
）
。
古
代
漢
語
の
特
質
に
関
し
て

　
　
は

多

く
こ
の
論
文
を
参
考
し
た
。
そ
こ
で
戸
川
氏
は
、
注
9
・
H
で
の
藤
堂
氏
の
論
文
を
参
考
に
し
つ
つ
、
形
声
音
符
の
特
質

　
　
と
名
実
（
正
名
）
の
問
題
を
連
関
さ
せ
て
論
じ
る
が
、
こ
れ
は
名
実
問
題
を
言
語
学
的
な
観
点
か
ら
考
え
て
い
く
際
参
考
す
に
べ

　
　
き
貴
重
な
指
摘
で
あ
る
。

（
1
3
）
藤
堂
明
保
「
漢
語
の
熟
語
は
ど
う
し
て
で
き
た
か
」
（
『
藤
堂
明
保
中
国
語
学
論
集
』
二
九
八
⊥
二
〇
六
頁
）
参
照
。

（
1
4
）
『
荘
子
』
天
下
、
「
見
侮
不
辱
、
救
民
之
観
、
禁
攻
寝
兵
、
救
世
之
戦
。
」

（
1
5
）
正
名
、
「
『
見
侮
不
辱
』
、
『
聖
人
不
愛
己
』
、
『
殺
盗
非
殺
人
也
』
、
此
惑
於
用
名
以
乱
名
者
也
。
験
之
所
為
有
名
而
観
其
軌
行
、

　
　
則
能
禁
之
　
。
」

（
1
6
）
正
論
、
「
子
宋
子
日
、
見
侮
不
辱
。
応
之
日
、
凡
議
必
将
立
隆
正
然
後
可
也
。
無
隆
正
則
是
非
不
分
、
而
辮
訟
不
決
。
…
…
故
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凡
言
議

期
命
、
是
非
以
聖
王
為
師
。
而
聖
王
之
分
、
栄
辱
是
也
。
是
有
両
端
奏
。
有
義
栄
者
、
有
執
栄
者
、
有
義
辱
者
、
有
執

　
　
辱

者
。
志
意
修
、
徳
行
厚
、
知
慮
明
、
是
栄
之
由
中
出
者
也
、
夫
是
之
謂
義
栄
。
爵
列
尊
、
貢
禄
厚
、
形
執
勝
、
上
為
天
子
諸

　
　
侯
、
下
為
卿
相
士
大
夫
、
是
栄
之
從
外
至
者
也
、
夫
是
之
謂
執
栄
。
流
淫
汗
慢
、
犯
分
乱
理
、
驕
暴
食
利
、
是
辱
之
由
中
出
者

　
　
也
、
夫
是
之
謂
義
辱
。
署
侮
枠
搏
、
撞
答
績
脚
、
斬
断
枯
礫
、
籍
靡
舌
縛
、
是
辱
之
由
外
至
者
也
、
夫
是
之
謂
執
辱
。
是
栄
辱

　
　
之
両
端
也
。
故
君
子
可
以
有
執
辱
、
而
不
可
以
有
義
辱
。
小
人
可
以
有
執
栄
、
而
不
可
以
有
義
栄
。
有
執
辱
無
害
為
尭
、
有
執

　
　
栄
無
害
為
桀
。
義
栄
執
栄
、
唯
君
子
然
後
兼
有
之
。
義
辱
執
辱
、
唯
小
人
然
後
兼
有
之
。
是
栄
辱
之
分
也
。
」

（
1
7
∀
天
論
、
「
万
物
為
道
一
偏
、
一
物
為
万
物
一
偏
、
愚
者
為
一
物
一
偏
、
而
自
以
為
知
道
、
無
知
也
。
慎
子
有
見
於
後
、
無
見
於

　

先
。
老
子
有
見
於
謡
、
無
見
於
信
。
墨
子
有
見
於
斉
、
無
見
於
崎
。
宋
子
有
見
於
少
、
無
見
於
多
。
有
後
而
無
先
、
則
華
衆
無

　

門
。
有
謡
而
無
信
、
則
貴
賎
不
分
。
有
斉
而
無
崎
、
則
政
令
不
施
、
有
少
而
無
多
、
則
墓
衆
不
化
。
」
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